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この冊子の前半部分は「ＨＳＢＣ 中国クオリティ株式オープン」の投資信託説明書(交付目論

見書)、後半部分は同ファンドの投資信託説明書(請求目論見書)となっております。 
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ＨＳＢＣ投信株式会社 

 

 

※当ファンドの課税上の取扱いは、公募の株式投資信託です。 

※本書は、金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です。 



 

１.この投資信託説明書（交付目論見書）により行う「ＨＳＢＣ 中国クオリティ株式オープ

ン」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第 5条の規定により有価証券届出書

を平成 21 年 3 月 16 日に関東財務局長に提出しており、その届出の効力は平成 21 年 4 月

1日に生じております。 

 

２.この投資信託説明書（交付目論見書）は、金融商品取引法第 13 条第 2 項第 1 号に定める

事項に関する内容を記載した目論見書です。 

 

３.金融商品取引法第 13 条第 2 項第 2 号に定める詳細情報を記載した投資信託説明書（請求

目論見書）は、販売会社にご請求いただければ、当該販売会社を通じて交付いたします。

販売会社に投資信託説明書（請求目論見書）をご請求された場合には、その旨をご自身で

記録していただきますようお願い申し上げます。なお、本投資信託説明書（交付目論見書）

には、投資信託説明書（請求目論見書）が添付されています。 

 

４.当ファンドの基準価額は、組入有価証券等の値動きのほか為替変動による影響を受けま

す。これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属します。したがって、当ファン

ドは、元本が保証されているものではありません。 

 

５.当ファンドは預金または保険契約ではなく、預金保険機構または保険契約者保護機構の保

護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の投資信託は投資者保護基金の対象

ではありません。 

 

６.税制に関する本書の記載内容は、税法の改正等により将来変更されることがあります。 
 
 
【金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項】 

当ファンドは、主に外国株式を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格の変動や、

組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し損失を被る

ことがあります。また、外貨建資産に投資するため、為替の変動により損失を被ることがあ

ります。 
 
 
 
 
【発 行 者 名】 ＨＳＢＣ投信株式会社 

【代表者の役職氏名】 代表取締役 松田 庄平 

【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目 9番 2号 

【有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所】 該当事項はありません 

 



      
  次の事項は、この投資信託（以下｢当ファンド｣といいます。）をお申込み

されるご投資家の皆様に、あらかじめご確認いただきたい重要な事項として

お知らせするものです。お申込みの際には、次の事項および投資信託説明書

（交付目論見書）の内容をよくお読みください。 
 
■当ファンドに係るリスクについて 

当ファンドは、主に外国株式を実質的な投資対象としますので、組入株式

の価格の変動や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響によ

り、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投

資するため、為替の変動により損失を被ることがあります。 

したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、

基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。

当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株価変動リスク」、「信

用リスク」、「為替変動リスク」、「流動性リスク」、「カントリーリスク」

などがあります。 

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の｢投資リスク｣をご覧ください。

 
■当ファンドに係る手数料等について 

◆申込手数料: 

申込受付日の翌営業日の基準価額に 3.15％（税抜 3.00％）以内で販売会

社が個別に定める率を乗じて得た額とします。 

※詳しくは販売会社にご確認ください。 

◆換金（解約）手数料:ありません。 

◆信託財産留保額: 

  解約申込受付日の翌営業日の基準価額に 0.5％の率を乗じて得た額 

◆信託報酬:純資産総額に対して年 1.869％（税抜年 1.78％） 

◆その他費用: 

①有価証券売買委託手数料／外貨建資産の保管費用／借入金利息、融資枠

設定に要する費用／信託財産に関する租税、信託事務処理に要する費

用、受託会社が立替えた立替金利息等 

②投資信託振替制度に係る手数料および費用／法定書類の作成、印刷、交

付および届出に係る費用／当ファンドの受益者に対して行う公告に係

る費用／法定書面の作成、印刷、交付に係る費用／監査報酬および法律

顧問、税務顧問に対する報酬および費用等（②の項目については純資産

総額に対し上限年 0.2％としてファンドより支払われます。） 

（上限額については、事後的に発生するものがある為表記できません。） 
 
※手数料等の費用総額については、事後的に発生するものがあること、また運用

状況等により変動する為表記できません。詳しくは投資信託説明書（交付目

論見書）の「手数料等及び税金」をご覧ください。 
 



投資信託説明書（交付目論見書）の概要 
 

当概要は、投資信託説明書（交付目論見書）の証券情報、ファンド情報等を要約したものです。 

詳細は本文をご覧ください。 

 

フ ァ ン ド 名 ＨＳＢＣ 中国クオリティ株式オープン 

商 品 分 類 追加型投信／海外／株式 

フ ァ ン ド の ね ら い 

「ＨＳＢＣ 中国クオリティ株式マザーファンド」（｢マザーファ

ンド｣といいます。）受益証券への投資を通じて、主に中華人民共

和国（含む香港特別行政区。以下「中国」といいます。）の株式

に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を図ることを

目標として運用を行います。 

主 な 投 資 対 象 マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 

主 な 投 資 制 限 

◆株式への実質投資割合には制限を設けません。 

◆同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産

の純資産総額の 10％以下とします。 

◆外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 

価 額 変 動 リ ス ク 
株式等の値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクもあり

ます。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、

元本が保証されているものではありません。 

信 託 期 間 原則、無期限（設定日：平成 21 年 4 月 20 日） 

収 益 分 配 

年１回の決算時（1月 17 日、休業日の場合は翌営業日）に、収

益分配方針に基づいて分配を行います。ただし、分配が行われな

い場合もあります。「自動けいぞく投資コース」の分配金は、税

金を差し引いた後、全額無手数料で再投資されます。 

申 込 手 数 料 
販売会社が個別に定める手数料率とします。 

ただし、3.15％（税抜 3.00％）を上限とします。 

申 込 単 位 販売会社が個別に定める単位とします。 

申 込 価 額 取得申込受付日の翌営業日の基準価額（当初１口＝１円） 

解 約 価 額 解約申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差
し引いた価額 

信 託 財 産 留 保 額 解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5％の率を乗じて得た
額 

解 約 代 金 支 払 日 解約申込受付日から起算して５営業日目以降 

信 託 報 酬 純資産総額に対して・・・・・・年 1.869％（税抜年 1.78％） 

申 込 受 付 不 可 日 国内の営業日であっても、香港の証券取引所の休場日に当たる場
合には、取得および解約の申込受付は行いません。 

（注） 申込単位、申込手数料の詳細に関しては、販売会社にお問い合わせください。 

 

ご投資家の皆様におかれましては、商品の内容を十分ご理解のうえお申込みくださいますよう 

お願い申し上げます。 
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ＨＳＢＣ 中国クオリティ株式オープン 

交 付 目 論 見 書 

第一部【証券情報】 
 

 

（１）【ファンドの名称】 

ＨＳＢＣ 中国クオリティ株式オープン（「ファンド」といいます。） 

 

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】 

追加型株式投資信託の受益権です。 

格付けは取得していません。 

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。） の規定

の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当

該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を

含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります

（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。

委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行し

ません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。 

 

（３）【発行（売出）価額の総額】 

① 当初申込期間：500億円を上限とします。 

② 継続申込期間：5,000億円を上限とします。 

※上記金額には、申込手数料ならびに申込手数料に係る消費税および地方消費税に相当する金額

（以下「消費税等相当額」といいます。）は含まれません。 

 

（４）【発行（売出）価格】 

① 当初申込期間：１口当たり１円とします。 

② 継続申込期間：取得申込受付日の翌営業日の基準価額*とします。 

*「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を受益権総

口数で除した１口当たりの価額をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示

されます。 

基準価額については、販売会社または「（12)その他」に記載の＜照会先＞へお問い合せください。

その他、原則として計算日（基準価額が算出される日）の翌日付の日本経済新聞朝刊にも「中国ク

オ」の略称で掲載されます。 

 

（５）【申込手数料】 

取得申込受付日の翌営業日の基準価額（当初申込期間は１口当たり１円）に、3.15％（税抜

3.00％）を上限として販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料には

消費税等相当額が加算されています。 

 

（６）【申込単位】 

販売会社が個別に定める単位とします。詳しくは、販売会社へお問い合わせください。 
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ＨＳＢＣ 中国クオリティ株式オープン 

交 付 目 論 見 書 

（７）【申込期間】 

① 当初申込期間：平成21年4月1日から平成21年4月17日まで 

② 継続申込期間：平成21年4月20日から平成22年4月16日まで 

※継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 

 

（８）【申込取扱場所】 

販売会社において申込みの取扱いを行います。販売会社については、「（12）その他」に記載の＜

照会先＞へお問い合わせください。 

※販売会社と販売会社以外の金融商品取引業者または登録金融機関が取次契約を結ぶことにより、当

該金融商品取引業者または登録金融機関がファンドを当該販売会社に取り次ぐ場合があります。 

 

（９）【払込期日】 

① 当初申込期間 

受益権の取得申込者は、当初申込期間中に、取得申込代金を販売会社に支払うものとします。当初

申込期間における発行価額の総額は、設定日（平成21年4月20日）に、各販売会社から委託会社の

指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。 

② 継続申込期間 

受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日までに、取得申込代金を販売会社に支払うものとし

ます。申込期間における発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に委託会社

の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。 

 

（10）【払込取扱場所】 

お申込みの販売会社にお支払いください。 

 

（11）【振替機関に関する事項】 

当ファンドの受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。 

 

（12）【その他】 

① 申込証拠金はありません。 

② 日本以外の地域における発行はありません。 

③ 振替受益権について 

ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前記「（11）振替機関に関する事項」に記載

の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。 

ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および前記「（11）振替機関に関する事項」に

記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 

 ◆投資信託振替制度とは、 

・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。 

・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいま

す。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。 

＜照会先＞ 

ＨＳＢＣ投信株式会社 

ホームページ：www.assetmanagement.hsbc.com/jp 

電話番号：03-6254-5600（受付時間：委託会社の毎営業日の午前9時～午後5時） 
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ＨＳＢＣ 中国クオリティ株式オープン 

交 付 目 論 見 書 

第二部【ファンド情報】 
 

 
 
 

第１【ファンドの状況】 
 

１【ファンドの性格】 
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】 

① ファンドの目的 

当ファンドは、主に中華人民共和国（含む香港特別行政区。以下「中国」といいます。）の株式

に投資する「ＨＳＢＣ 中国クオリティ株式マザーファンド」（「マザーファンド」といいま

す。）の受益証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。 

 

② ファンドの基本的性格 

当ファンドは、「追加型投信／海外／株式」*に属します。 

＊社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく商品分類です。 

当ファンドの商品分類および属性区分は、以下のとおりです。   

〔商品分類〕 〔属性区分〕 

単位型・ 
追加型  

投資対象
地域 

投資対象資産 
（収益の源泉）

投資対象資産 
決算 
頻度 

投資対象 
地域 

投資形態
為替 
ヘッジ 

単位型 
 
 

追加型 

国 内 
 
 

海 外 
 
 

内 外 

株    式 
 

債    券 
 

不動産投信 
 

その他資産 
 

資産複合 

株式 一般 
大型株 
中小型株 

債券 一般 
公債 
社債 
その他債券 
クレジット属性

不動産投信 

その他資産(投資
信託証券(株式))

資産複合 

資産配分固定型
資産配分変更型

年１回
 

年２回
 

年４回
 

年６回
（隔月）
 

年12回
（毎月）
 

日  々
 

その他

グローバル 
 
日本 
 
北米 
 
欧州 
 

アジア 
 

オセアニア 
 

中南米 
 

アフリカ 
 

中近東 
（中東） 
 

エマージング 

ファミリー
ファンド 
 
 
 
 
 

ファンド 
・オブ・ 
ファンズ 

あ  り
 
 
 
 
 
 
 

な  し

（注）当ファンドが該当する商品分類および属性区分を網掛け表示しています。 

 

〔商品分類〕 

１）単位型投信・追加型投信の区分 

「追加型」は、一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ、従来の信託財産と

ともに運用されるファンドをいいます。 

２）投資対象地域による区分 

「海外」は、目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資

産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 

３）投資対象資産による区分 

「株式」は、目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源

泉とする旨の記載があるものをいいます。 

 



 

- 4 - 

 

ＨＳＢＣ 中国クオリティ株式オープン 

交 付 目 論 見 書 

〔属性区分〕 

１）投資対象資産による属性区分 

「その他資産（投資信託証券（株式））」は、投資対象資産による区分がその他資産（投資信託

証券）で、親投資信託への投資を通じて株式に実質的に投資するものをいいます。このため、上

記〔商品分類〕の「３）投資対象資産による区分」では、収益の源泉である「株式」と記載して

おります。 

２）決算頻度による属性区分 

「年１回」は、目論見書または約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。 

３）投資対象地域による属性区分 

「アジア」は、目論見書または約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域

の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 

４）投資形態による属性区分 

「ファミリーファンド」は、目論見書または約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファ

ンズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象とするものをいいます。 

５）為替ヘッジによる属性区分 

「為替ヘッジなし」は、目論見書又は約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも

のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。 

 

※商品分類および属性区分の定義は、当ファンドに該当するものについてのみを記載しています。詳

細につきましては、社団法人投資信託協会のホームページ（http//www.toushin.or.jp）をご覧くだ

さい。 

 

③ 信託金の限度額 

信託金の限度額は、5,000億円としますが、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することがで

きます。 

 

④ ファンドの特色 

１）当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。 

ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からご投資いただいた資金をまとめてベビーファ

ンド（当ファンド）とし、その資金を主としてマザーファンドに投資して、その実質的な運用

を行う仕組みです。 

ベビーファンドがマザーファンドに投資する際の投資コストはかかりません。また、将来、新

たなベビーファンドを設定し、マザーファンドへ投資することがあります。 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ＨＳＢＣ 

中国クオリティ

株式オープン 

投資家 

（受益者）

ＨＳＢＣ 
中国クオリティ
株式マザー 
ファンド 

 

中国の 

上場株式等

 投 資  投 資 

損 益 

ベビーファンド マザーファンド 

(注) 損益はすべて投資家である受益者に帰属します。

＜ファミリーファンド方式＞

損 益

 申込金 

分配金等
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２）主として、香港市場に上場する株式から、クオリティの高い株式（“クオリティ”株式）を厳

選し、ポートフォリオを構築します。 

 

 

 

 

 

３）ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメントに加え、ＨＳＢＣグループ内の情報ソースを活

用します。 

４）運用委託契約に基づいて、Ｈalbis キャピタル・マネジメント（ホンコン）リミテッドにマ

ザーファンドの運用指図に関する権限を委託します。 

 

 

 

 

 

 

５）実質株式組入比率は、原則として高位に維持します。 

６）実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 

７）年１回分配を行う予定です。 

年１回の決算時（1月17日、休業日の場合は翌営業日）に、基準価額水準・市況動向等を勘案

して分配します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。 

 

 

＜ＨＳＢＣグループ、ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメントおよびＨalbis＞ 

ＨＳＢＣグループは､1865年に設立され、ロンドンを本拠地とし、世界86の国と地域に約10,000の

拠点を有する総合金融グループです。当グループの持株会社の株式は、ロンドン、パリ、ニュー

ヨーク、香港、バミューダの各市場に上場しています。 

ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメントは、ＨＳＢＣグループに属する資産運用会社の総称

です。ロンドン、パリ、ニューヨーク、サンパウロ、香港、シンガポ－ル、ムンバイ、東京等、世

界20以上の国と地域に拠点を有しています。ＨＳＢＣ投信株式会社は、ＨＳＢＣグローバル・ア

セット・マネジメントの一員です。 

Ｈalbisは、ＨＳＢＣグループのアクティブ運用専門の資産運用会社であるＨalbis キャピタル・マ

ネジメントの各拠点会社（ロンドン、パリ、香港、ニューヨーク）および関連会社を統合した組織に

対する総称です。 

※上記は本書作成時現在知りうる情報であり、今後変更になることがあります。 
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（２）【ファンドの仕組み】 

① ファンドの仕組みの概要 

 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
投 資 家 

（受益者） 

ＨＳＢＣ投信株式会社 

 

（信託財産の運用指図等） 

委託会社 

 

中央三井アセット信託銀行株式会社 

（信託財産の管理業務等） 

 （再信託受託会社：日本トラスティ・ 

サービス信託銀行株式会社） 

受託会社 

 

（募集・販売の取扱い、一部解約の実行の

請求の受付、収益分配金の再投資に関す

る事務、収益分配金、償還金および一部

解約金の支払い等） 

販売会社 

証
券
投
資
信
託
契
約 

収益分配金 

一部解約金 

償還金 

申込金 

 

ＨＳＢＣ 

中国クオリティ株式マザーファンド 

マザーファンド 

 

Ｈalbis キャピタル・マネジメント 

（ホンコン）リミテッド 

（委託会社との運用委託契約に基づく 

マザーファンドの運用指図） 

投資顧問会社 

ＨＳＢＣ  
中国クオリティ株式オープン 

 

ファンド 

運用委託契約 募集・販売等に関する契約 
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② 委託会社が関係法人と締結している契約等の概要 

１）受託会社と締結している契約 

受託会社と委託会社の間では「証券投資信託契約」が締結されており、信託財産の運用方針、

信託報酬の総額、募集方法に関する事項等が定められています。 

２) 販売会社と締結している契約 

販売会社と委託会社の間では「募集・販売等に関する契約」が締結されており、募集および一

部解約の取扱いに関する事項、収益分配金の再投資に関する事務、収益分配金、一部解約金お

よび償還金の支払いの取扱いに関する事項等が定められています。 

３）投資顧問会社と締結している契約 

投資顧問会社と委託会社との間では「運用委託契約」が締結されており、マザーファンドの運

用指図に関する権限の委託にあたっての投資顧問会社の義務、報酬、法令遵守等が定められて

います。 

 

③ 委託会社の概況 

１）資本金の額（本書作成時現在）：495百万円 

２) 会社の沿革 

昭和60年 5月27日  ワードレイ投資顧問株式会社設立 

昭和62年 3月12日  投資顧問業の登録 

昭和62年 6月10日  投資一任契約に係る業務の認可 

平成 6年 2月17日  エイチ・エス・ビー・シー投資顧問株式会社に商号変更 

平成10年 4月24日  エイチ・エス・ビー・シー投信投資顧問株式会社に商号変更 

平成10年 6月16日  証券投資信託委託業の認可 

平成15年 3月 1日  ＨＳＢＣアセット・マネジメント株式会社に商号変更 

平成17年 4月25日  ＨＳＢＣ投信株式会社に商号変更 

平成19年 9月30日  金融商品取引業の登録 

３) 大株主の状況 

（本書作成時現在）

氏名または名称 住所 
所有株式数
（株） 

所有比率
（％） 

ＨＳＢＣグローバル・アセット・
マネジメント・ホールディングス
（バハマ）リミテッド 

バハマ連邦 ニュー・プロビデ
ンス州 ナッソー市 ワン・ベ
イ・ストリート、センター・ 
オブ・コマース 306 

9,900 100.00 
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２【投資方針】 

（１）【投資方針】 

① 基本方針 

当ファンドは、主に中国の株式に投資するマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、信託

財産の中長期的な成長をめざします。 

② 投資態度 

１）主としてマザーファンドの受益証券に投資します。 

２）投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用（主として中国の証券取引所に上場されている

株式に投資）を直接行うことがあります。 

３）上記の証券取引所は、香港の証券取引所をいいます。ただし、その他の取引所または取引所に

準ずる市場で取引されている企業の株式も投資対象とすることがあります。 

４）株式の実質組入比率は、原則として高位に維持します。 

５）実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 

６）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、デリバティブ取引を行うことができます。 

７）当初設定時および償還準備に入った際、市況動向や大量の追加設定または解約によるファンド

の資金事情等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 

 

（２）【投資対象】 

① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 

１）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定

めるものをいいます。以下同じ。） 

(a）有価証券 

(b）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいいます。） 

(c）金銭債権 

(d）約束手形 

２）特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産 

(a）為替手形 

② 投資対象とする有価証券の指図範囲等 

委託会社は、信託金を、主として親投資信託であるマザーファンドの受益証券および次の１）か

ら22）までの有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号

に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。 

１）株券または新株引受権証書 

２）国債証券 

３）地方債証券 

４）特別の法律により法人の発行する債券 

５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引

受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。） 

６）特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。） 

７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定

めるものをいいます。） 

８）協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい

ます。） 

９）特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第

2条第1項第8号で定めるものをいいます。） 
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10）コマーシャル・ペーパー 

11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）およ

び新株予約権証券 

12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記１）から11）までの証券または証書の

性質を有するもの 

13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい

います。） 

14）投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定め

るものをいいます。） 

15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。） 

16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、

有価証券に係るものに限ります。） 

17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。） 

18）外国法人が発行する譲渡性預金証書 

19）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益

証券に限ります。） 

20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。） 

21）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受

益証券に表示されるべきもの 

22）外国の者に対する権利で前記21）の有価証券の性質を有するもの 

なお、１）の証券または証書、12）および17）の証券または証書のうち１）の証券または証書の

性質を有するものを以下「株式」といい、２）から６）までの証券ならびに12）および17）の証

券または証書のうち２）から６）までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13）

および14）の証券（投資法人債券（外国投資証券で投資法人債券に類するものを含みます。）を

除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。 

③ 投資対象とする金融商品の運用指図 

前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により

有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することの指図ができま

す。 

１）預金 

２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。） 

３）コール・ローン 

４）手形割引市場において売買される手形 

５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの 

６）外国の者に対する権利で前記５）の権利の性質を有するもの 

当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認める

ときには、委託会社は、信託金を前記１）から４）までに掲げる金融商品により運用することの

指図ができます。 
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コンプライアンス部 

（4名程度） 
運用部 

（3名程度） 

プロダクトマネジメント部 

（3名程度） 

管理部（7名程度） 

取引内容報告 

取引内容確認 

－投資制限のモニタリング

－運用状況のチェック 

－投資制限の設定 

－商品性のチェック

モニタリング状況チェック

運用外部委託先の

コンプライアンス部

門のモニタリング状

況の確認 

運用部門 コンプライアンス部門 

運用状況のモニタリング

（運用外部委託先） 

－ポートフォリオ構築・執行 

コンプライアンス業務

執行状況報告 

－運用計画策定 

－パフォーマンス評価・ 

  分析報告 

運用委員会  

－運用計画承認 

運用指図の権限委託 

経営委員会

取締役会

プロダクト委員会 コンプライアンス委員会

－新規商品の立案・決定  

－既存商品の商品性管理

（３）【運用体制】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 当ファンドの運用 

当ファンドが主要投資対象としているマザーファンドの運用は、委託会社との運用委託契約に基づ

き、Ｈalbis キャピタル・マネジメント（ホンコン）リミテッド（運用外部委託先：投資顧問会

社）が行います。 

 

■ 当ファンドの運用管理体制 

委託会社は以下の通り、運用外部委託先の運用状況を監視し管理します。 

運用外部委託先運用部門で執行する取引内容は、管理部が確認し、運用部へ報告します。 

運用部は、管理部からの取引報告をもとに運用外部委託先運用部門が行う運用状況のチェックおよ

び委託会社独自のモニタリングシステムを通じた監視により、ガイドラインに沿った運用を適正に

行っているかを日々管理します。 

プロダクトマネジメント部は、投資制限の設定、商品性のチェックを行います。 

コンプライアンス部は、運用部およびプロダクトマネジメント部のチェック状況をモニタリングし

ます。また運用外部委託先コンプライアンス部門のモニタリング状況を確認します。 

なお運用外部委託先において、運用部門が適正な運用を行っているかを、運用外部委託先コンプラ

イアンス部門がモニタリングします。 
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■ 運用体制の監督機関 

・運用委員会 

ファンド運営上の諸方針の立案・決定を行います。 

・プロダクト委員会 

新ファンドの立案・決定、既存ファンドの商品性管理を行います。 

・コンプライアンス委員会 

ファンド運営上の法令遵守体制等のチェックを行います。 

・経営委員会 

上記委員会の上部機関として、ファンド運営体制を経営の立場から監督します。 

 

■ 受託会社に対する管理体制 

信託財産の管理業務に対する正確性、適切性などに関して、定期的に内部統制に関する報告書を受

領します。 

 

■ ファンドの運用に関して、以下のような運用規則を設けています。 

（法令等の遵守） 

運用業務の遂行にあたっては、金融商品取引業者の業務の公共性を自覚し、金融商品取引法および

関連法令、（社）投資信託協会、（社）日本証券投資顧問業協会等で定める諸規則およびガイドラ

イン等を遵守しなければならない。 

（秘密の厳守） 

運用業務に携わる者は職務上知りえた顧客の取引、財産の状況等、もしくは、株価に影響を与える

と考えられる法人関係情報等は十分な注意をもって取扱い、秘密に関する事項を漏洩してはならな

い。なお、営業部門等社内の他部門の役職員に対し、業務上必要とされるものを除き、不必要な情

報の提供を行ってはならない。 

（忠実義務） 

運用業務に携わる者は、顧客資産の保全、増大を第一の目標とし、その目的の達成のために、情報

の収集、投資判断、正確かつ迅速な業務遂行に最善を尽くさなければならない。利益相反の可能性

はこれを極力排除する。 

（最良執行方針） 

運用業務の遂行にあたっては、投資家にとって最良の取引の条件で注文を執行しなければならない。

運用業務に携わる者は最良執行義務を負い、価格のみならず、コスト、スピード、執行の確実性等

さまざまな要素を総合的に勘案して執行を行わなければならない。 

（善管注意義務） 

運用業務の遂行にあたっては、善良なる管理者の注意をもって資産の適正な分別管理を行い、業務

を遂行しなければならない。また、市場リスク、流動性リスク、信用リスク、財務リスクのみなら

ず、政治リスク、決済リスク、オペレーションリスク等に配慮しこれを行わなければならない。 

（運用計画の策定および実行） 

運用業務の遂行にあたっては、運用計画を策定し、適宜これを見直さなければならない。運用計画

はこれを運用委員会で協議し、承認を受けなければならない。 

 

※運用体制等は本書作成時現在のものであり、今後変更となる可能性があります。 
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（４）【分配方針】 

① 収益分配方針 

年１回の決算時（1月17日、休業日の場合は翌営業日）に、原則として以下の方針に基づき、分

配を行います。 

１）分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含み

ます。）等の全額とします。 

２）分配金額は、委託会社が基準価額の水準・市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配

対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。 

３）留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用

を行います。 

② 収益の分配方式 

１）信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 

(a) 配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除

した額（以下「配当等収益」といいます。）とマザーファンドの信託財産に属する配当等

収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）と

の合計額は、諸経費、その他諸費用および当該諸費用に係る消費税等相当額、信託報酬お

よび当該信託報酬に係る消費税等相当額を控除した後、その残額を受益者に分配すること

ができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み

立てることができます。 

(b) 売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以

下「売買益」といいます。）は、諸経費、その他諸費用および当該諸費用に係る消費税等

相当額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等相当額を控除し、繰越欠損金のある

ときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、

次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。 

２）毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。 

③ 収益分配金の交付 

「一般コース」の収益分配金は、税金を差し引いた後、原則として決算日から起算して５営業日

までに販売会社で支払いを開始します。受益者が支払開始日から５年間支払いの請求を行わない

場合はその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。 

「自動けいぞく投資コース」の収益分配金は、原則として販売会社が税金を差し引いた後、受益

者に代わって決算日の基準価額で再投資します。なお、収益分配金の再投資については、無手数

料でこれを行います。 

※収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者

（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除

きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前

のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と

します。）にお支払いします。「自動けいぞく投資コース」の場合、再投資により増加した受

益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 
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（５）【投資制限】 

① 当ファンドの約款に定める投資制限は以下のとおりです。 

１）株式への実質投資割合には制限を設けません。 

２）外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 

３）投資する株式等の範囲 

(a) 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引

所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引さ

れている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当

により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ

りません。 

(b) 前記(a)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新

株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについて

は、委託会社が投資することを指図することができるものとします。 

４）同一銘柄の株式等への投資制限 

(a) 委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファン

ドの信託財産に属する当該同一銘柄の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした

額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図を行

いません。 

(b) 委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約

権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の新株引受権証券お

よび新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託

財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図を行いません。 

(c) 委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権

付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債で

あって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確に

しているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新

株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の時価総額とマ

ザーファンドの信託財産に属する当該転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時

価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100

分の10を超えることとなる投資の指図を行いません。 

(d) 前記(a)から(c)までにおいて信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマ

ザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当

該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。（後記５）、６）、７）の(b)およ

び14）の(b)において同じ。） 

５）新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限 

委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総

額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のう

ち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超える

こととなる投資の指図をしません。 

６）投資信託証券への投資制限 

委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）の時

価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属する

とみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図

をしません。 
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７）信用取引の指図範囲 

(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株式を売付けること

の指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株式の引渡しまたは買

戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。 

(b) 前記(a)の信用取引の指図は、当該売付に係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財

産に属する当該売付に係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託

財産の純資産総額の範囲内とします。 

(c) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(b)の売付に係る建玉の時価総額の合計額が信

託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額

に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。 

８）先物取引等の運用指図 

(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所におけ

る有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、

有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま

す。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもの

をいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指

図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします

（以下同じ。）。 

(b) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所におけ

る通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引

と類似の取引を行うことの指図をすることができます。 

(c) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所におけ

る金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引

と類似の取引を行うことの指図をすることができます。 

９）スワップ取引の運用指図 

(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なっ

た受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下

「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。 

(b) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間（信託契

約締結日から、信託終了日または信託契約解約の日までをいいます。以下同じ。）を超え

ないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて

は、この限りではありません。 

(c) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で

評価するものとします。 

(d) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき

は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 

10）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図 

(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為

替先渡取引を行うことの指図をすることができます。 

(b) 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として信

託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能な

ものについては、この限りではありません。 

(c) 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも

とに算出した価額で評価するものとします。 
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(d）委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れ

が必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 

11）有価証券の貸付の指図および範囲 

(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債

を次のイ．およびロ．の範囲内で貸付の指図をすることができます。 

イ．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株

式の時価合計額を超えないものとします。 

ロ．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で

保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。 

(b) 前記(a)のイ．およびロ．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速

やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。 

(c) 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行う

ものとします。 

12）公社債の空売り 

委託会社は、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図を

することができないものとします。 

13）公社債の借入れ 

(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることが

できます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、

担保の提供の指図を行うものとします。 

(b) 前記(a)の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内

とします。 

(c) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(b)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財

産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相

当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 

(d) 前記(a)の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。 

14）外国為替予約の指図および範囲 

(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図を

することができます。 

(b) 前記(a)の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額と

の差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、

信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託

財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予

約取引の指図については、この限りではありません。 

(c) 前記(b)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超え

る額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をする

ものとします。 

15）一部解約の請求および有価証券の売却等の指図 

委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求お

よび信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。 

16）再投資の指図 

委託会社は、前記15）の規定による一部解約の代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株

式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資する

ことの指図ができます。 
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17）資金の借入れ 

(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を資するため、一部解約に伴

う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含

みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的とし

て、資金の借入れ（コール市場を通じる場合も含みます。）の指図をすることができます。

なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。 

(b) 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から

信託財産で保有する有価証券等の売却代金の入金日までの間または受益者への解約代金支

払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者へ

の解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が

５営業日以内である場合の当該期間とします。資金借入額は有価証券等の売却代金、解約

代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日

における信託財産の純資産総額の10％を超えないものとします。 

(c) 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその

翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 

(d) 借入金の利息は信託財産中より支弁します。 

18）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限 

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ

る場合には、制約されることがあります。 

 

② 「投資信託及び投資法人に関する法律」および関係法令に基づく投資制限は以下のとおりです。 

１）同一の法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律） 

委託会社は、同一の法人の発行する株式について、運用の指図を行う全ての委託者指図型投資

信託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決議をするこ

とができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、

会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含

みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとな

る場合において、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しないものとし

ます。 

２）デリバティブ取引に係る投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令） 

委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に

かかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定め

た合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、

デリバティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取

引および選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しな

いものとします。 
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（参考）マザーファンド（ＨＳＢＣ 中国クオリティ株式マザーファンド）の投資方針 

 
（１）運用の基本方針 

① 基本方針 

当ファンドは、主に中国の株式に投資することにより、中長期的に信託財産の成長を目指した運

用を行います。 

② 投資態度 

１）当ファンドは、主として中国の証券取引所に上場されている株式に投資します。株式の投資に

あたっては、高配当もしくは企業予想収益の安定性が期待される企業の株式を中心に投資しま

す。 

２）上記の証券取引所は、香港の証券取引所をいいます。ただし、その他の取引所または取引所に

準ずる市場で取引されている企業の株式も投資対象とすることがあります。 

３）運用委託契約に基づいてＨalbis キャピタル・マネジメント（ホンコン）リミテッドに運用の

指図に関する権限を委託します。 

４）株式の組入比率は、原則として高位に維持します。 

５）外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 

６）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、デリバティブ取引を行うことができます。 

７）市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 

 
（２）投資対象 

① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 

１）次に掲げる特定資産 

(a）有価証券 

(b）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいいます。） 

(c）金銭債権 

(d）約束手形 

２）特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産 

(a）為替手形 

② 投資対象とする有価証券の指図範囲等 

委託会社（運用についての投資に関する権限を受けた投資顧問会社を含みます。）は、信託金を、

主として次の１）から22）までの有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券と

みなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。 

１）株券または新株引受権証書 

２）国債証券 

３）地方債証券 

４）特別の法律により法人の発行する債券 

５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引

受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。） 

６）特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。） 

７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定

めるものをいいます。） 

８）協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい

ます。） 

９）特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第

2条第1項第8号で定めるものをいいます。） 

10）コマーシャル・ペーパー 

11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）およ
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び新株予約権証券 

12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記１）から11）までの証券または証書の

性質を有するもの 

13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい

います。） 

14）投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定め

るものをいいます。） 

15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。） 

16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、

有価証券に係るものに限ります。） 

17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。） 

18）外国法人が発行する譲渡性預金証書 

19）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益

証券に限ります。） 

20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。） 

21）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受

益証券に表示されるべきもの 

22）外国の者に対する権利で前記21）の有価証券の性質を有するもの 

なお、１）の証券または証書、12）および17）の証券または証書のうち１）の証券または証書の

性質を有するものを以下「株式」といい、２）から６）までの証券ならびに12）および17）の証

券または証書のうち２）から６）までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13）

および14）の証券（投資法人債券（外国投資証券で投資法人債券に類するものを含みます。）を

除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。 

③ 投資対象とする金融商品の運用指図 

前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により

有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することの指図ができま

す。 

１）預金 

２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。） 

３）コール・ローン 

４）手形割引市場において売買される手形 

５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの 

６）外国の者に対する権利で前記５）の権利の性質を有するもの 

当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認める

ときには、委託会社は、信託金を前記１）から４）までに掲げる金融商品により運用することの

指図ができます。 

 
（３）主な投資制限 

１）株式への投資には制限を設けません。 

２）外貨建資産への投資には制限を設けません。 

３）新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の

20％以下とします。 

４）同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下とします。 

５）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資

産総額の5％以下とします。 

６）投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。 
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７）同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、取得時において信託財

産の純資産総額の10％以下とします。 

８）公社債の空売りは行わないものとします。 

９）先物取引等の運用指図 

(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所におけ

る有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外

国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。

なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。 

(b) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所におけ

る通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引

と類似の取引を行うことの指図をすることができます。 

(c) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所におけ

る金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引

と類似の取引を行うことの指図をすることができます。 

10）スワップ取引の運用指図 

(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うこ

との指図をすることができます。 

(b) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えな

いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては

この限りではありません。 

(c) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で

評価するものとします。 

(d）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき

は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 

11）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図 

(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為

替先渡取引を行うことの指図をすることができます。 

(b) 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として信

託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能な

ものについてはこの限りではありません。 

(c) 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも

とに算出した価額で評価するものとします。 

(d) 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入

れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 

12）信用取引の指図範囲 

(a) 委託会社は信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株式を売付けることの

指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株式の引渡しまたは買戻

しにより行うことの指図をすることができるものとします。 

(b) 前記(a)の信用取引の指図は、当該売付に係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の

範囲内とします。 

(c) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(b)の売付に係る建玉の時価総額が信託財産の

純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す

る売付の一部を決済するための指図をするものとします。 

13）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限 

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ

る場合には、制約されることがあります。 
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14）公社債の借入れ 

(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることが

できます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、

担保の提供の指図を行うものとします。 

(b) 前記(a)の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内

とします。 

(c) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(b)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財

産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相

当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 

(d) 前記(a)の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。 

15）外国為替予約の指図および範囲 

(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図を

することができます。 

(b) 前記(a)の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額と

の差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、

信託財産に属する外貨建資産について、為替変動リスクを回避するためにする当該予約取

引の指図については、この限りではありません。 

(c) 前記(b)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超え

る額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をする

ものとします。 
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３【投資リスク】 

（１）当ファンドのリスク 

当ファンドはマザーファンドを通じて、主として外国株式等の値動きのある証券（外貨建資産に投

資する場合、為替変動もあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元

本が保証されているものではありません。また、信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益

者に帰属します。ご購入に際しては、ファンドの内容およびリスクを十分ご理解のうえご検討いた

だきますようお願いいたします。 

当ファンド（マザーファンドを含みます。）の主なリスクおよび留意点は以下のとおりです。 

 

① 基準価額の変動リスク 

１）株価変動リスク 

株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は短期

的または長期的に大きく下落することがあります。株式市場には株価の上昇と下落の波があり、

これが繰り返される傾向にあります。現時点で価格が上昇傾向であっても、その傾向が今後も

継続する保証はありません。組入銘柄の株価が大きく下落した場合には、基準価額が下落する

要因となります。 

２）信用リスク 

株式および債券等の有価証券の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回

収できなくなる可能性があります。また、債券等への投資を行う場合には、発行体の債務不履

行や支払遅延等が発生する場合があり、基準価額が下落する要因となります。 

３）為替変動リスク 

外貨建資産の円換算価値は、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替

レートは、各国の金利変動、政治・経済情勢、為替市場の需給、その他の要因により大幅に変

動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ

場合には、基準価額が下落する要因となります。 

４）流動性リスク 

急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に

急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、機動的に有価証券等を

売買できないことがあります。このような場合には、当該有価証券等の価格の下落により、当

ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。 

５）カントリーリスク 

投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または

資本取引、外貨取引等に関する規制の変更や新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予

想以上に下落したり、投資方針に沿った運用が困難になることがあります。 

エマージング・マーケット（新興国市場）では、一般に先進諸国の市場に比べ、市場規模が小

さく流動性が低いことなどから、前記各リスクが大きくなる傾向があります。また、企業情報

の開示制度や決済制度などのインフラストラクチャーが未発達なことなどから、正確な情報に

基づいた投資判断ができない可能性もあります。これにより当ファンドの基準価額が影響を受

け、損失を被ることがあります。 

６）解約資金の流出に伴うリスク 

短期間に大量の解約申込があった場合には、解約資金を手当てするため組入有価証券を市場実

勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する

要因となります。 
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７）その他 

当ファンドが投資する公社債、および短期金融商品に債務不履行が発生した場合、または予測

される場合には、当該公社債および短期金融商品の価格が下落し、基準価額が下落する要因と

なります。 

 

② デリバティブ取引のリスク 

当ファンドはデリバティブに投資することがあります。デリバティブの運用には、ヘッジする商

品とヘッジされるべき資産との間に相関性を欠いてしまう可能性、流動性を欠く可能性、証拠金

を積むことによるリスクなど様々なリスクが伴います。これらの運用手法は、信託財産に属する

資産の価格変動リスクを回避する目的のみならず、効率的な運用に資する目的でも用いられるこ

ともありますが、実際の価格変動が委託会社の見通しと異なった場合に当ファンドが損失を被る

リスクを伴います。 

 

③ 法令・税制・会計等の変更の可能性にかかわる留意点 

法令・税制・会計方法は今後変更される可能性があります。 

 

④ その他の留意点 

一部解約金、収益分配金および償還金の支払いは全て販売会社を通じて行われます。委託会社は、

それぞれの場合においてその金額を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払いについて

の責任を負いません。 

委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用を善良なる管理者の注意をもっ

て行う責任を負担し、販売会社は販売（申込代金の預り等を含みます。）について、それぞれ責

任を負担しており、互いに他について責任を負担しません。 

 

（２）投資リスクに対する管理体制 

 
 

 

各運用拠点のチーフ・ 

インベストメント・オフィサー

コンプライアンス・ 

オフィサー 

投資モニタリング 

マネジャー 

ポートフォリオ分析チーム 

ポートフォリオ

法令・諸規則等の遵守状況を 

チェック 

運用のガイドラインの遵守状況等

のチェック 

ポートフォリオの分析 

運用ガイドラインの遵守状況およ

びパフォーマンス等をチェック 
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投資リスクの管理は、各運用拠点のチーフ・インベストメント・オフィサー（CIO）、コンプライア

ンス・オフィサー、投資モニタリングマネジャー、ポートフォリオ分析チームによる複眼的な管理体

制を採っております。 

また、効率的な管理を行うためにポートフォリオモニタリングシステムが整備されており、各担当者

が共通のインフラにアクセスして投資リスクを管理する体制となっております。 

 

・各運用拠点のチーフ・インベストメント・オフィサー（CIO）は、主に運用ガイドラインの遵守お

よびパフォーマンス等のポートフォリオの運用状況の管理を行います。 

・コンプライアンス・オフィサーは、運用部門からは完全に独立しており、法令・諸規則等に基づい

た遵守状況のモニタリングを行っております。 

・投資モニタリングマネジャーは、主にポートフォリオモニタリングシステムを通じ、ポートフォリ

オの運用状況を把握しており、必要な場合、運用部門に対し改善を求める権限を持っております。

改善の要求と結果は、コンプライアンス・オフィサーにも同様に報告されます。 

・ポートフォリオ分析チームは、運用部門から完全に独立したチームであり、ポートフォリオの各種

リスク特性を示す要因分析を行い、定期的にチーフ・インベストメント・オフィサー（CIO）、運

用担当者、コンプライアンス・オフィサー、投資モニタリングマネジャーに対し分析結果が報告さ

れます。 

 

その他、ＨＳＢＣグループの監査部門による内部監査、監査法人による外部監査も行われており、各

部門が法令・諸規則および社内業務規定に則って運営されているかどうかについてチェックされ、業

務方法および管理体制、運営全般についての精査が行われております。 

 

※投資リスクに対する管理については、ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメントに共通した管理

方法について記載しております。なお、この体制は本書作成時現在のものであり、今後変更となる可

能性があります。 
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４【手数料等及び税金】 

（１）【申込手数料】 

取得申込受付日の翌営業日の基準価額（当初申込期間は1口当たり1円）に、3.15％（税抜3.00％）

を上限として販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料には消費税等

相当額が加算されています。 

お申込みには、分配金の受取方法により「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」があり、

「自動けいぞく投資コース」の分配金は、無手数料で再投資されます。 

取得申込代金の支払方法および時期、手数料率、取扱いコースにつきましては、販売会社へお問い

合わせください。 

 

（２）【換金（解約）手数料】 

① 換金手数料 

ありません。 

② 信託財産留保額 

解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5％の率を乗じて得た額 

 

（３）【信託報酬等】 

① 信託報酬の総額 

信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.869％

（税抜年1.78％）の率を乗じて得た金額を費用として計上します。信託報酬に係る消費税等相当

額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 

② 信託報酬の支弁 

上記の信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信

託財産中から支弁するものとします。信託報酬の実質的な配分は次のとおりです。 

委託会社 販売会社 受託会社 計 

年1.05％ 

（税抜年1.00％） 

年0.735％ 

（税抜年0.70％） 

年0.084％ 

（税抜年0.08％） 

年1.869％ 

（税抜年1.78％） 

※委託会社の報酬には、Ｈalbis キャピタル・マネジメント（ホンコン）リミテッドへのマザー

ファンドの運用委託契約に基づく投資顧問報酬（年0.30％）が含まれています。 

 

（４）【その他の手数料等】 

当ファンドから支払われる費用には以下のものがあります。（ただし、これらに限定されるもので

はありません。）当該費用の上限額については、事後的に発生するものがあるため表記できません。 

① 株式等の売買委託手数料、先物取引やオプション取引等に要する費用 

② 外貨建資産の保管費用 

③ 借入金の利息、融資枠の設定に要する費用 

④ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用、ならびに受託会社の立替えた立替金の利

息 

⑤ その他諸費用 

１）投資信託振替制度に係る手数料および費用 

２）有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書の作成、印刷および提出に係る費

用 

３）目論見書の作成、印刷および交付に係る費用 

４）信託約款の作成、印刷および届出に係る費用 
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５）運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用 

６）当ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解

約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用 

７）当ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用 

 

委託会社は、前記⑤記載のその他諸費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託

財産から受けることができます。この場合、委託会社は、現に信託財産のために支払った金額の支

弁を受ける際、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託会社は実際に

支払う金額の支弁を受けるにあたり、かかる諸費用の金額を、あらかじめ合理的に見積もったうえ

で、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて信託財産からその支弁を受けることもで

きます。その他諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、信託財産の規模

等を考慮して、信託の設定時または期中に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範

囲内で変更することができます。固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額は、計算

期間を通じて毎日、信託財産に計上され、毎計算期間の最初の６ヶ月終了日および計算期末または

信託終了のとき当該諸費用に係る消費税等相当額とともに信託財産中から支弁します。 

委託会社は、その他諸費用の合計額をあらかじめ合理的に見積もった結果、信託財産の純資産総額

に年率0.2％を乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けるもの

とします。委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、随時かかるそ

の他諸費用の年率を見直し、年率0.2％を上限としてこれを変更することができます。 

なお、前記①～⑤に記載する費用等は、マザーファンドに関連して生じた費用等のうちマザーファ

ンドにおいて負担せず、かつ、委託会社の合理的判断によりこの信託に関連して生じたと認めるも

のを含みます。 

※投資家が支払う手数料等の費用総額については、事後的に発生するものがあることや運用状況等に

より変動するため表記できません。 

 

（５）【課税上の取扱い】 

日本の居住者である受益者に対する課税については、次のような取扱いになります。 

なお、課税上は公募の株式投資信託として取り扱われます。 

①  個別元本について 

１）追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申

込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたり

ます。 

２）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を

行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。 

３）ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の

算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合

は当該支店等毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する場合

はコース毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。 

４）受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金

を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。（「特別分配金」については、

後記「②収益分配金について」をご参照ください。） 
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②  収益分配金について 

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いになる

「特別分配金」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。 

受益者が収益分配金を受け取る際、a)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本

と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普

通分配金となり、b)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場

合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除し

た額が普通分配金となります。 

なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分

配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 

 
③  個人、法人別の課税の取扱いについて 

≪個人の受益者に対する課税≫ 

１）収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、平成21年および平成22年においては、10％

（所得税7％および地方税3％）の税率で源泉徴収され、上場株式等を含めた配当所得の合計額

が年間100万円を超える場合には確定申告を行い、総合課税に替えて申告分離課税を選択する

ことができます。申告分離課税の場合、100万円を超える部分について20％（所得税15％およ

び地方税5％）の税率が適用されます。 

平成23年1月1日以降については、金額にかかわらず20％（所得税15％および地方税5％）の税

率で源泉徴収されます。 

２）一部解約時および償還時の差益（一部解約価額および償還価額から取得費（申込手数料および

当該手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益）が譲渡所得とみなして課税

され、申告分離課税が適用されます（特定口座（源泉徴収あり）の利用も可能です。）。その

場合、平成21年および平成22年においては、上場株式等を含めた年間の譲渡益の合計額が500

万円以下の部分については10％（所得税7％および地方税3％）、500万円を超える部分につい

ては20％（所得税15％および地方税5％）の税率となります。 

平成23年1月1日以降については、金額にかかわらず20％（所得税15％および地方税5％）とな

ります。 

３）一部解約時および償還時の損失については、確定申告することにより、他の上場株式等の譲渡

益および申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得と損益通算することができ、控除しき

れない損失がある場合は、翌年以降3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、一

部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損と相殺することができます。

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 

≪法人の受益者に対する課税≫ 

法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時

および償還時の個別元本超過額については、平成21年3月31日までは所得税7％（地方税の徴収は

ありません。）、平成21年4月1日以降は所得税15％（地方税の徴収はありません。）の税率で源

泉徴収され法人の受取額となります（税額控除制度が適用されます。）。 

当ファンドは、益金不算入制度は適用されません。 

 

（注）上記の内容は平成21年2月末現在のものであり、税法等が改正された場合には変更になることが

あります。 
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５【運用状況】 

当ファンドは平成21年4月20日に運用を開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在、該当事項は

ありません。 

 

（１）【投資状況】 

該当事項はありません。 

 

（２）【投資資産】 

①【投資有価証券の主要銘柄】 

該当事項はありません。 

 

②【投資不動産物件】 

該当事項はありません。 

 

③【その他投資資産の主要なもの】 

該当事項はありません。 

 

（３）【運用実績】 

①【純資産の推移】 

該当事項はありません。 

 

②【分配の推移】 

該当事項はありません。 

 

③【収益率の推移】 

該当事項はありません。 
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６【手続等の概要】 

（１）申込（販売）手続等 

① 取得申込 

取得申込は、販売会社の営業日の午後３時（わが国の金融商品取引所が半日立会いの場合は午

前11時）まで（「受付時間」といいます。）に行われます。当該申込に係る販売会社所定の事

務手続きが完了したものを当日の申込分とし、受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取

扱いとなります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合があります。 

② 取扱いコース 

お申込みには、分配金の受取方法により２つのコース※があります。 

｢一般コース｣･･･････････････収益分配時に分配金を受取るコース 

｢自動けいぞく投資コース｣･･･分配金が税引き後、無手数料で再投資されるコース 

※取扱いコースの有無は販売会社によって異なります。コースの名称は、販売会社によって

は、同様の権利義務関係を規定する異なる名称を使用することがあります。 

③ 申込単位 

販売会社によって異なります。 

なお、｢自動けいぞく投資コース｣で分配金を再投資する場合は１口単位となります。 

④ 申込価額  

取得申込受付日の翌営業日の基準価額（当初申込期間は１口当たり１円） 

ただし、｢自動けいぞく投資コース｣で分配金を再投資する場合は、計算期間終了日の基準価額

となります。 

⑤ その他留意事項 

１）取得申込受付の中止・取消 

信託財産の効率的な運用が妨げられる、または信託財産が毀損するおそれがあると委託会社

が合理的に判断する場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停

止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、取得申込の受付を中止す

ることおよび既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。 

２）受益権の振替 

取得申込者は、販売会社に取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当

ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取

得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。 
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（２）換金(解約)手続等 

① 解約申込（一部解約の実行の請求） 

解約申込は、販売会社の営業日の午後３時（わが国の金融商品取引所が半日立会いの場合は午

前11時）まで（「受付時間」といいます。）に行われます。当該申込に係る販売会社所定の事

務手続きが完了したものを当日の申込分とし、受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取

扱いとなります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合があります。 

② 解約単位 

販売会社によって異なります。 

③ 解約価額 

解約申込受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.5％の率を乗じて得た額を信託財

産留保額として控除した価額 

④ 支払開始日 

解約代金は、原則として、解約申込受付日から起算して５営業日目以降に販売会社の本支店、

営業所等において支払います。 

※解約代金（受取金額）は、換金（解約）に係る税金を差し引いた金額となります。詳しく

は、前記「４ 手数料等及び税金」をご覧ください。 

⑤ その他留意事項 

１）解約申込受付の中止・取消 

信託財産の効率的な運用が妨げられる、または信託財産が毀損するおそれがあると委託会社

が合理的に判断する場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停

止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、解約申込の受付を中止す

ることおよび既に受け付けた解約申込の受付を取り消すことができます。 

２）振替受益権の抹消 

受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して、当該受益者の請求に係るこの信

託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同

口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において

当該口数の減少の記載または記録が行われます。 

 

 

※申込受付不可日 

国内の営業日であっても、香港の証券取引所の休場日の場合には、取得および解約の申込受付は

行いません。 
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７【管理及び運営の概要】 

（１）資産管理等の概要 

① 資産の評価 

基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時

価評価して得た純資産総額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価

額の計算にあたり、外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧

客電信売買相場の仲値によって計算します。 

＜当ファンドの主たる投資対象の評価方法＞ 

マザーファンドを通じて投資する海外の取引所上場株式の評価は、原則として、海外の取引

所における計算日に知りうる直近の日の最終相場で評価します。 

※基準価額（１万口当たり）は、翌日の日本経済新聞朝刊に「中国クオ」の略称で掲載されま

す。 

② 保管 

該当事項はありません。 

③ 信託期間 

ファンドの信託期間は原則として無期限とします。ただし、後記「⑤その他 １）信託の終

了」の規定により、信託を終了することができます。 

④ 計算期間 

原則として、毎年1月18日から翌年1月17日までとします。 

ただし、各計算期間終了日に該当する日（「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算

期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。 

なお、第1計算期間は信託契約締結日から平成22年1月18日までとします。 

⑤ その他 

１）信託の終了 

(a) 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部解約により受益権口数が10億口を下

回ることとなった場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認め

るとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託

契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あ

らかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

(b) 委託会社は、(a)の事項について書面決議を行います。詳しくは、信託約款をご覧くだ

さい。 

(c) その他、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき、委託会社が監督官庁よ

り登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき、受託会社が辞任

もしくは解任された場合に委託会社が新受託会社を選任できないときなど、委託会社は

この信託契約を解約し信託を終了させます。 

２）信託約款の変更等 

(a) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生し

たときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の

信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指

図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらか

じめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。 

(b) 委託会社は、(a)の事項（その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合と合わせ
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て「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。詳しくは、

信託約款をご覧ください。 

３）公告 

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 

４）関係法人との契約の更改に関する手続き等 

委託会社と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約期間満了3ヶ

月前までに、当事者の別段の意思表示のない限り、原則として1年毎に自動的に更新される

ものとします。また、委託会社と投資顧問会社との間で締結する「運用委託契約」は、当事

者の別段の意思表示のない限り、原則として解約するまで効力を有するものとします。 

５）運用報告書 

委託会社は、ファンドの計算期間終了日および信託終了のときに運用報告書を作成し、知れ

ている受益者に対して販売会社を通じて交付します。 

 

（２）受益者の権利等 

① 収益分配金に対する請求権 

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。収益分配

金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に、原則と

して決算日から起算して５営業日までに支払いを開始します。 

なお、自動けいぞく投資コースの場合、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で再投資

されます。 

② 償還金に対する請求権 

受益者は、償還金を持分に応じて請求する権利を有します。 

償還金は、償還日後１ヶ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営

業日まで）から、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者

に支払います。 

③ 一部解約実行請求権 

受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求を、販売会社を通じて委託

会社に請求することができます。一部解約金の支払いは、販売会社の本支店、営業所等におい

て行います。 

④ 反対者の買取請求権 

委託会社が信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該

解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権

を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。 

⑤ 帳簿閲覧・謄写の請求権 

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲

覧・謄写を請求することができます。 
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第２【財務ハイライト情報】 
 

当ファンドは平成21年4月20日に運用を開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在、該当する財

務諸表はありません。 

 

１【貸借対照表】 

該当事項はありません。 

 

２【損益及び剰余金計算書】 

該当事項はありません。 

 



 

- 33 - 

 

ＨＳＢＣ 中国クオリティ株式オープン 

交 付 目 論 見 書 

第３【内国投資信託受益証券事務の概要】 
 

（１）名義書換 

該当事項はありません。 

委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消

された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継するものが

存在しない場合等その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券

を発行しません。 

（２）受益者に対する特典 

該当事項はありません。 

（３）受益権の譲渡 

① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記

載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 

② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権

の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載

または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない

場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含

みます。) に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または

記録が行われるよう通知するものとします。 

③ 前記①に規定する振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また

は記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異

なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと

きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 

（４）受益権の譲渡の対抗要件 

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗

することができません。 

（５）受益権の再分割 

委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。 

（６）償還金 

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以

前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ

れた受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権につい

ては原則として取得申込者とします。） に支払います。 

（７）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて 

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、

一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定に

よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。  
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ＨＳＢＣ 中国クオリティ株式オープン 

交 付 目 論 見 書 

第４【ファンドの詳細情報の項目】 
 

以下の項目は投資信託説明書（請求目論見書）の記載事項です。 

 

第１ ファンドの沿革 

第２ 手続等 

１. 申込（販売）手続等 

２. 換金（解約）手続等 

第３ 管理及び運営 

１. 資産管理等の概要 

（１）資産の評価 

（２）保管  

（３）信託期間 

（４）計算期間 

（５）その他 

２. 受益者の権利等 

第４ ファンドの経理状況 

１. 財務諸表 

（１）貸借対照表 

（２）損益及び剰余金計算書 

（３）注記表 

（４）附属明細表 

２. ファンドの現況 

純資産額計算書 

第５ 設定及び解約の実績 



≪約 款≫ 

 

追加型証券投資信託  

ＨＳＢＣ 中国クオリティ株式オープン 

－運用の基本方針― 

 

約款第19条の規定に基づき委託者の定める運用の基本

方針は次のものとします。 

 

１．基本方針  

この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図

ることを目標として運用を行います。 

 

２．運用方法 

（１）投資対象 

ＨＳＢＣ 中国クオリティ株式マザーファンド（以

下「マザーファンド」といいます。）の受益証券を

主要投資対象とします。 

 

（２）投資態度 

① 主としてマザーファンドの受益証券に投資し

ます。 

② 投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用

（主として中華人民共和国（含む香港特別行政

区）の証券取引所に上場されている株式に投

資）を直接行うことがあります。 

③ 上記の証券取引所は、香港の証券取引所をいい

ます。ただし、その他の取引所または取引所に

準ずる市場で取引されている企業の株式も投

資対象とすることがあります。 

④ 株式の実質組入比率は、原則として高位に維持

します。 

⑤ 実質組入外貨建資産については、原則として為

替ヘッジを行いません。 

⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資す

るため、デリバティブ取引を行うことができま

す。 

⑦ 当初設定時および償還準備に入った際、市況動

向や大量の追加設定または解約によるファン

ドの資金事情等によっては、上記のような運用

ができない場合があります。 

 

（３）投資制限 

① 株式への実質投資割合には制限を設けません。 

② 外貨建資産への実質投資割合には制限を設け

ません。 

③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実

質投資割合は、取得時において信託財産の純資

産総額の20％以下とします。 

④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時にお

いて信託財産の純資産総額の 10％以下とします。 

⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証

券への実質投資割合は、取得時において信託財

産の純資産総額の5％以下とします。 

⑥ 投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除

きます。）への実質投資割合は、信託財産の純

資産総額の5％以下とします。 

⑦ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株

予約権付社債への実質投資割合は、取得時にお

いて信託財産の純資産総額の 10％以下としま

す。 

⑧ 有価証券先物取引等は約款第 23 条の範囲内で

行います。 

⑨ スワップ取引は約款第 24 条の範囲内で行いま

す。 

⑩ 金利先渡取引および為替先渡取引は約款第 25

条の範囲内で行います。 

 

３．収益分配方針 

年 1 回の決算時に、原則として以下の方針に基づ

き、収益の分配を行います。 

① 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた利

子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）

等の全額とします。 

② 分配金額は、委託者が基準価額水準・市況動向

などを勘案して決定します。ただし、分配対象

額が少額の場合は、分配を行わないことがあり

ます。 

③ 留保益の運用については特に制限を設けず、委

託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を

行います。 

 

 

追加型証券投資信託 

ＨＳＢＣ 中国クオリティ株式オープン 

約  款 

 

（信託の種類、委託者および受託者） 

第１条   この信託は、証券投資信託であり、ＨＳＢＣ

投信株式会社を委託者とし、中央三井アセッ

ト信託銀行株式会社を受託者とします。 

② この信託は、信託法(平成 18 年法律第 108

号)(以下「信託法」といいます。) の適用を

受けます。 

 

（信託事務の委託） 

第２条  受託者は、信託法第 28 条第１号に基づく信

託事務の委託として、信託事務の処理の一部

について、金融機関の信託業務の兼営等に関

する法律第１条第１項の規定による信託業

務の兼営の認可を受けた一の金融機関（受託

者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営

等に関する法律第2条第1項にて準用する信

託業法第 29条第 2項第 1号に規定する利害

関係人をいいます。以下この条、第 18 条お

よび第31条において同じ。）を含みます。）

と信託契約を締結し、これを委託することが

できます。 

②  前項における利害関係人に対する業務の委

託については、受益者の保護に支障を生じる



ことがない場合に行うものとします。 

 

（信託の目的および金額） 

第３条  委託者は、金500億円を上限として受益者の

ために利殖の目的をもって信託し、受託者は

これを引き受けます。 

 

（信託金の限度額） 

第４条  委託者は、受託者と合意のうえ、金5,000億

円を限度として信託金を追加することがで

きます。 

②  委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度

額を変更することができます。 

 

（信託期間） 

第５条   この信託期間は、信託契約締結日から、第49

条第1項、第50条第1項、第51条第1項お

よび第 53 条第 2 項の規定による信託契約解

約の日までとします。 

 

（受益権の取得申込みの勧誘の種類） 

第６条   この信託にかかる受益権の取得申込みの勧

誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に

掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人

に関する法律第2条第8項に定める公募によ

り行われます。 

 

（当初の受益者） 

第７条   この信託契約締結当初および追加信託当初

の受益者は、委託者の指定する受益権取得申

込者とし、第8条の規定により分割された受

益権は、その取得申込口数に応じて、取得申

込者に帰属します。 

 

（受益権の分割および再分割） 

第８条   委託者は、第3条の規定による受益権につい

ては500億口を上限とし、追加信託によって

生じた受益権については、これを追加信託の

つど第9条第1項の追加口数に、それぞれ均

等に分割します。 

②  委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在

の受益権を均等に再分割できます。 

 

（追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法） 

第９条   追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日

の基準価額に当該追加信託に係る受益権の

口数を乗じた額とします。 

②  この約款において基準価額とは、信託財産に

属する資産(受入担保金代用有価証券および

第 28 条に規定する借入有価証券を除きま

す。) を法令および社団法人投資信託協会規

則に従って時価評価して得た信託財産の資

産総額から負債総額を控除した金額（以下

「純資産総額」といいます。）を、計算日に

おける受益権総口数で除した金額をいいま

す。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価

証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、

預金その他の資産をいいます。以下同じ。）

の円換算については、原則として、わが国に

おける計算日の対顧客電信売買相場の仲値

によって計算します。 

③  第 30 条に規定する予約為替の評価は、原則

として、わが国における計算日の対顧客先物

売買相場の仲値によるものとします。 

 

（信託日時の異なる受益権の内容） 

第10条  この信託の受益権は、信託の日時を異にする

ことにより差異を生ずることはありません。 

 

（受益権の帰属と受益証券の不発行） 

第11条  この信託のすべての受益権は、社債、株式等

の振替に関する法律（以下「社振法」といい

ます。）の規定の適用を受けることとし、受

益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資

信託の受益権を取り扱うことについて同意

した一の振替機関 (社振法第2条に規定する

｢振替機関｣をいい、以下｢振替機関｣といいま

す。) および当該振替機関の下位の口座管理

機関 (社振法第 2 条に規定する｢口座管理機

関｣をいい、振替機関を含め、以下｢振替機関

等｣といいます。) の振替口座簿に記載また

は記録されることにより定まります (以下、

振替口座簿に記載または記録されることに

より定まる受益権を｢振替受益権｣といいま

す。)。 

②  委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替

機関が社振法の規定により主務大臣の指定

を取り消された場合または当該指定が効力

を失った場合であって、当該振替機関の振替

業を承継する者が存在しない場合その他や

むを得ない事情がある場合を除き、振替受益

権を表示する受益証券を発行しません。なお、

受益者は、委託者がやむを得ない事情等によ

り受益証券を発行する場合を除き、無記名式

受益証券から記名式受益証券への変更の請

求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ

の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行

わないものとします。 

③  委託者は、第8条の規定により分割された受

益権について、振替機関等の振替口座簿への

新たな記載または記録をするため社振法に

定める事項の振替機関への通知を行うもの

とします。振替機関等は、委託者から振替機

関への通知があった場合、社振法の規定にし

たがい、その備える振替口座簿への新たな記

載または記録を行います。 

 

（受益権の設定に係る受託者の通知） 

第12条  受託者は、信託契約締結日に生じた受益権に

ついては信託契約締結時に、追加信託により



生じた受益権については追加信託のつど、振

替機関の定める方法により、振替機関へ当該

受益権に係る信託を設定した旨の通知を行

います。 

 

（受益権の申込単位および価額） 

第13条  指定販売会社（委託者の指定する第一種金融

商品取引業者（金融商品取引法第 28 条第 1

項に規定する第一種金融商品取引業を行う

者をいいます。以下同じ。）および委託者の

指定する登録金融機関（金融商品取引法第2

条第 11 項に規定する登録金融機関をいいま

す。以下同じ。）をいいます。以下同じ。) は、

第8条第1項の規定により分割される受益権

を、その取得申込者に対し、指定販売会社が

定める単位をもって、取得の申込に応ずるも

のとします。ただし、指定販売会社との間に

結ばれた累積投資約款にしたがって契約（別

の名称で同様の権利義務関係を規定する契

約を含みます。以下「別に定める契約」とい

います。）を結んだ取得申込者に限り、1口

の整数倍をもって取得申込に応ずることが

できるものとします。なお、取得申込日が別

に定める日に当たる場合には、受益権の取得

申込には応じないものとします。ただし、第

44 条第 2 項に規定する収益分配金の再投資

にかかる場合を除きます。 

②  前項の取得申込者は指定販売会社に、取得申

込と同時にまたは予め、自己のために開設さ

れたこの信託の受益権の振替を行うための

振替機関等の口座を示すものとし、当該口座

に当該取得申込者に係る口数の増加の記載

または記録が行われます。なお、指定販売会

社は、当該取得申込の代金（第3項の受益権

の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た

額をいいます。）の支払いと引き換えに、当

該口座に当該取得申込者に係る口数の増加

の記載または記録を行うことができます。 

③  第1項の場合の受益権の価額は、取得申込日

の翌営業日の基準価額に、第4項に定める手

数料および当該手数料に係る消費税および

地方消費税（以下「消費税等」といいます。）

に相当する金額を加算した価額とします。た

だし、この信託契約締結日前の取得申込に係

る受益権の価額は、1口につき 1円に、第 4

項に規定する手数料および当該手数料に係

る消費税等に相当する金額を加算した価額

とします。 

④  前項の手数料の額は、指定販売会社がそれぞ

れ独自に定めるものとします。 

⑤  第3項の規定にかかわらず、別に定める契約

に基づいて収益分配金を再投資する場合の

受益権の価額は、第 39 条に規定する各計算

期間終了日の基準価額とします。 

⑥  前各項の規定にかかわらず、信託財産の効率

的な運用が妨げられる、または信託財産が毀

損するおそれがあると委託者が合理的に判

断する場合、取引所（金融商品取引法第2条

第 16 項に規定する金融商品取引所および金

融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定す

る外国金融商品市場をいいます。以下同じ。）

における取引の停止、外国為替取引の停止、

決済機能の停止その他やむを得ない事情が

あるときは、委託者の判断により、受益権の

取得申込の受付を中止することおよび既に

受け付けた取得申込の受付を取り消すこと

ができます。 

 

（受益権の譲渡に係る記載または記録） 

第14条  受益者は、その保有する受益権を譲渡する場

合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益

権が記載または記録されている振替口座簿

に係る振替機関等に振替の申請をするもの

とします。 

②  前項の申請のある場合には、前項の振替機関

等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益

権の口数の減少および譲受人の保有する受

益権の口数の増加につき、その備える振替口

座簿に記載または記録するものとします。た

だし、前項の振替機関等が振替先口座を開設

したものでない場合には、譲受人の振替先口

座を開設した他の振替機関等（当該他の振替

機関等の上位機関を含みます。）に社振法の

規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益

権の口数の増加の記載または記録が行われ

るよう通知するものとします。 

③  委託者は、第 1 項に規定する振替について、

当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記

載または記録されている振替口座簿に係る

振替機関等と譲受人の振替先口座を開設し

た振替機関等が異なる場合等において、委託

者が必要と認めるときまたはやむを得ない

事情があると判断したときは、振替停止日や

振替停止期間を設けることができます。 

 

（受益権の譲渡の対抗要件） 

第15条  受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座

簿への記載または記録によらなければ、委託

者および受託者に対抗することができませ

ん。 

 

（投資の対象とする資産の種類） 

第16条  この信託において投資の対象とする資産の種

類は、次に掲げるものとします。 

1. 次に掲げる特定資産（「特定資産」と

は、投資信託及び投資法人に関する法律

第 2 条第 1 項で定めるものをいいます。

以下同じ。） 

(1）有価証券 

(2）デリバティブ取引に係る権利（金融



商品取引法第 2 条第 20 項に規定す

るものをいいます。） 

(3）金銭債権 

(4）約束手形 

2. 特定資産以外の資産で、次に掲げる資

産 

(1) 為替手形  

 

（運用の指図範囲等） 

第17条  委託者は、信託金を、主として、ＨＳＢＣ投

信株式会社を委託者とし、中央三井アセット

信託銀行株式会社を受託者として締結され

た親投資信託であるＨＳＢＣ 中国クオリテ

ィ株式マザーファンド（以下「マザーファン

ド」といいます。）の受益証券および次の有

価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定

により有価証券とみなされる同項各号に掲

げる権利を除きます。）に投資することを指

図します。 

1.  株券または新株引受権証書 

2.  国債証券 

3.  地方債証券 

4.  特別の法律により法人の発行する債

券 

5.  社債券（新株引受権証券と社債券とが

一体となった新株引受権付社債券（以

下「分離型新株引受権付社債券」とい

います。）の新株引受権証券を除きま

す。） 

6.  特定目的会社に係る特定社債券（金融

商品取引法第2条第1項第4号で定め

るものをいいます。） 

7.  特別の法律により設立された法人の

発行する出資証券（金融商品取引法第

2条第 1項第 6号で定めるものをいい

ます。） 

8.  協同組織金融機関に係る優先出資証

券（金融商品取引法第 2条第 1項第 7

号で定めるものをいいます。） 

9.  特定目的会社に係る優先出資証券ま

たは新優先出資引受権を表示する証

券（金融商品取引法第 2条第 1項第 8

号で定めるものをいいます。） 

10. コマーシャル・ペーパー 

11. 新株引受権証券（分離型新株引受権付

社債券の新株引受権証券を含みます。

以下同じ。）および新株予約権証券 

12. 外国または外国の者の発行する証券ま

たは証書で、前各号の証券または証書

の性質を有するもの 

13. 投資信託または外国投資信託の受益証

券（金融商品取引法第2条第1項第10

号で定めるものをいいます。） 

14. 投資証券もしくは投資法人債券または

外国投資証券（金融商品取引法第2条

第 1 項第 11 号で定めるものをいいま

す。） 

15. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品

取引法第2条第1項第18号で定めるも

のをいいます。） 

16. オプションを表示する証券または証書

（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19

号で定めるものをいい、有価証券に係

るものに限ります。） 

17. 預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1

項第20号で定めるものをいいます。） 

18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書 

19. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取

引法第2条第1項第14号で定める受益

証券発行信託の受益証券に限ります。） 

20. 抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1

項第16号で定めるものをいいます。) 

21. 貸付債権信託受益権であって金融商品

取引法第2条第1項第14号で定める受

益証券発行信託の受益証券に表示され

るべきもの 

22. 外国の者に対する権利で前号の有価証

券の性質を有するもの 

なお、第1号の証券または証書、第12号お

よび第17号の証券または証書のうち第1号

の証券または証書の性質を有するものを以

下「株式」といい、第2号から第6号までの

証券ならびに第12号および第17号の証券ま

たは証書のうち第2号から第6号までの証券

の性質を有するものを以下「公社債」といい、

第13号および第14号の証券（投資法人債券

（外国投資証券で投資法人債券に類するも

のを含みます。）を除きます。）を以下「投

資信託証券」といいます。 

②  委託者は、信託金を前項に掲げる有価証券の

ほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法

第2条第2項の規定により有価証券とみなさ

れる同項各号に掲げる権利を含みます。）に

より運用することを指図することができま

す。 

1. 預金 

2. 指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条

第1項第14号に規定する受益証券発行

信託を除きます。） 

3. コール・ローン 

4. 手形割引市場において売買される手形 

5. 貸付債権信託受益権であって金融商品

取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるも

の 

6. 外国の者に対する権利で前号の権利の

性質を有するもの 

③  第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、

解約、償還、投資環境の変動等への対応等、

委託者が運用上必要と認めるときには、委託

者は、信託金を、前項第1号から第4号まで



に掲げる金融商品により運用することの指

図ができます。 

④  委託者は、取得時において信託財産に属する

新株引受権証券および新株予約権証券の時

価総額とマザーファンドの信託財産に属す

る当該新株引受権証券および新株予約権証

券の時価総額のうち信託財産に属するとみ

なした額との合計額が、信託財産の純資産総

額の 100 分の 20 を超えることとなる投資の

指図をしません。 

⑤  委託者は、信託財産に属する投資信託証券

（マザーファンドの受益証券を除きます。）

の時価総額とマザーファンドの信託財産に

属する当該投資信託証券の時価総額のうち

信託財産に属するとみなした額との合計額

が、信託財産の純資産総額の100分の5を超

えることとなる投資の指図をしません。 

⑥  前 2 項において信託財産に属するとみなし

た額とは、信託財産に属するマザーファンド

の時価総額にマザーファンドの信託財産の

純資産総額に占める当該資産の時価総額の

割合を乗じて得た額をいいます。 

 

（利害関係人等との取引等） 

第18条  受託者は、受益者の保護に支障を生じること

がないものであり、かつ信託業法、投資信託

及び投資法人に関する法律ならびに関連法

令に反しない場合には、委託者の指図により、

信託財産と、受託者（第三者との間において

信託財産のためにする取引その他の行為で

あって、受託者が当該第三者の代理人となっ

て行うものを含みます。）および受託者の利

害関係人、第 31 条第 1 項に定める信託業務

の委託先およびその利害関係人または受託

者における他の信託財産との間で、前2条に

掲げる資産への投資等ならびに第 22 条から

第26条まで、第28条、第30条、第34条か

ら第 36 条までに掲げる取引その他これらに

類する行為を行うことができます。 

②  受託者は、受託者がこの信託の受託者として

の権限に基づいて信託事務の処理として行

うことができる取引その他の行為について、

受託者または受託者の利害関係人の計算で

行うことができるものとします。なお、受託

者の利害関係人が当該利害関係人の計算で

行う場合も同様とします。 

③  委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投

資法人に関する法律ならびに関連法令に反

しない場合には、信託財産と、委託者、その

取締役、執行役および委託者の利害関係人等

（金融商品取引法第31条の 4第 5項および

同条第 6 項に規定する親法人等又は子法人

等をいいます。）または委託者が運用の指図

を行う他の信託財産との間で、前2条に掲げ

る資産への投資等ならびに第22条から第26

条まで、第28条、第30条、第34条から第

36 条までに掲げる取引その他これらに類す

る行為を行うことの指図をすることができ、

受託者は、委託者の指図により、当該投資等

ならびに当該取引、当該行為を行うことがで

きます。 

④  前3項の場合、委託者および受託者は、受益

者に対して信託法第 31 条第 3項および同法

第32条第3項の通知は行いません。 

 

（運用の基本方針） 

第19 条  委託者は、信託財産の運用にあたっては、別

に定める運用の基本方針に従って、その指図

を行います。 

 

（投資する株式等の範囲） 

第20 条  委託者が投資することを指図する株式、新株

引受権証券および新株予約権証券は、取引所

に上場されている株式の発行会社の発行す

るもの、取引所に準ずる市場において取引さ

れている株式の発行会社の発行するものと

します。ただし、株主割当または社債権者割

当により取得する株式、新株引受権証券およ

び新株予約権証券については、この限りでは

ありません。 

②  前項の規定にかかわらず、上場予定または登

録予定の株式、新株引受権証券および新株予

約権証券で目論見書等において上場または

登録されることが確認できるものについて

は、委託者が投資することを指図することが

できるものとします。 

 

（同一銘柄の株式等への投資制限） 

第21条  委託者は、取得時において信託財産に属する

同一銘柄の株式の時価総額とマザーファン

ドの信託財産に属する当該同一銘柄の株式

の時価総額のうち信託財産に属するとみな

した額との合計額が、信託財産の純資産総額

の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指

図を行いません。 

②  委託者は、取得時において信託財産に属する

同一銘柄の新株引受権証券および新株予約

権証券の時価総額とマザーファンドの信託

財産に属する当該同一銘柄の新株引受権証

券および新株予約権証券の時価総額のうち

信託財産に属するとみなした額との合計額

が、信託財産の純資産総額の100分の5を超

えることとなる投資の指図を行いません。 

③  委託者は、取得時において信託財産に属する

同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付

社債のうち会社法第236条第1項第3号の財

産が当該新株予約権付社債についての社債

であって当該社債と当該新株予約権がそれ

ぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ

明確にしているもの（会社法施行前の旧商法



第341条ノ3第1項第7号および第8号の定

めがある新株予約権付社債を含め「転換社債

型新株予約権付社債」といいます。）の時価

総額とマザーファンドの信託財産に属する

当該転換社債ならびに転換社債型新株予約

権付社債の時価総額のうち信託財産に属す

るとみなした額との合計額が、信託財産の純

資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる

投資の指図を行いません。 

④  前各項において信託財産に属するとみなし

た額とは、信託財産に属するマザーファンド

の時価総額にマザーファンドの信託財産の

純資産総額に占める当該資産の時価総額の

割合を乗じて得た額をいいます。 

 

（信用取引の指図範囲） 

第22条  委託者は、信託財産の効率的な運用に資する

ため、信用取引により株式を売付けることの

指図をすることができます。なお、当該売付

の決済については、株式の引渡しまたは買戻

しにより行うことの指図をすることができ

るものとします。 

②  前項の信用取引の指図は、当該売付に係る建

玉の時価総額とマザーファンドの信託財産

に属する当該売付に係る建玉のうち信託財

産に属するとみなした額（信託財産に属する

マザーファンドの時価総額にマザーファン

ドの信託財産の純資産総額に占める当該売

付に係る建玉の時価総額の割合を乗じて得

た額をいいます。）との合計額が、信託財産

の純資産総額の範囲内とします。 

③  信託財産の一部解約等の事由により、前項の

売付に係る建玉の時価総額の合計額が信託

財産の純資産総額を超えることとなった場

合には、委託者は速やかに、その超える額に

相当する売付の一部を決済するための指図

をするものとします。 

 

（先物取引等の運用指図・目的） 

第23条  委託者は、信託財産に属する資産の効率的な

運用に資するため、わが国の取引所における

有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条

第8項第3号イに掲げるものをいいます。) 、

有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第

28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいま

す。) および有価証券オプション取引 (金融

商品取引法第28 条第 8項第 3号ハに掲げる

ものをいいます。) ならびに外国の取引所に

おけるこれらの取引と類似の取引を行うこ

との指図をすることができます。なお、選択

権取引は、オプション取引に含めるものとし

ます（以下同じ。）。 

②  委託者は、信託財産に属する資産の効率的な

運用に資するため、わが国の取引所における

通貨に係る先物取引およびオプション取引

ならびに外国の取引所におけるこれらの取

引と類似の取引を行うことの指図をするこ

とができます。 

③  委託者は、信託財産に属する資産の効率的な

運用に資するため、わが国の取引所における

金利に係る先物取引およびオプション取引

ならびに外国の取引所におけるこれらの取

引と類似の取引を行うことの指図をするこ

とができます。 

 

（スワップ取引の運用指図・目的） 

第24条  委託者は、信託財産に属する資産の効率的な

運用に資するため、異なった通貨、異なった

受取金利または異なった受取金利とその元

本を一定の条件のもとに交換する取引（以下

「スワップ取引」といいます。）を行うこと

の指図をすることができます。 

②  スワップ取引の指図にあたっては、当該取引

の契約期限が、原則として第5条に定める信

託期間を超えないものとします。ただし、当

該取引が当該信託期間内で全部解約が可能

なものについては、この限りではありません。 

③  スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手

方が市場実勢金利等をもとに算出した価額

で評価するものとします。 

④  委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保

の提供あるいは受入れが必要と認めたとき

は、担保の提供あるいは受入れの指図を行う

ものとします。 

 

（金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図） 

第25条  委託者は、信託財産に属する資産の効率的な

運用に資するため、金利先渡取引および為替

先渡取引を行うことの指図をすることがで

きます。 

②  金利先渡取引および為替先渡取引の指図に

あたっては、当該取引の決済日が、原則とし

て第 5 条に定める信託期間を超えないもの

とします。ただし、当該取引が当該信託期間

内で全部解約が可能なものについては、この

限りではありません。 

③  金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、

当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を

もとに算出した価額で評価するものとしま

す。 

④  委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引

を行うにあたり担保の提供あるいは受入れ

が必要と認めたときは、担保の提供あるいは

受入れの指図を行うものとします。 

⑤  本条に規定する「金利先渡取引」は、当事者

間において、あらかじめ将来の特定の日（以

下「決済日」といいます。）における決済日

から一定の期間を経過した日（以下「満期日」

といいます。）までの期間に係る国内または

海外において代表的利率として公表される



預金契約または金銭の貸借契約に基づく債

権の利率（以下「指標利率」といいます。）

の数値を取り決め、その取決めに係る数値と

決済日における当該指標利率の現実の数値

との差にあらかじめ元本として定めた金額

および当事者間で約定した日数を基準とし

た数値を乗じた額を決済日における当該指

標利率の現実の数値で決済日における現在

価値に割り引いた額の金銭の授受を約する

取引をいいます。 

⑥  本条に規定する「為替先渡取引」は、当事者

間において、あらかじめ決済日から満期日ま

での期間に係る為替スワップ取引（同一の相

手方との間で直物外国為替取引および当該

直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ

先物外国為替取引を同時に約定する取引を

いいます。以下本条において同じ。）のスワ

ップ幅（当該直物外国為替取引に係る外国為

替相場と当該先物外国為替取引に係る外国

為替相場との差を示す数値をいいます。以下

本条において同じ。）を取り決め、その取決

めに係るスワップ幅から決済日における当

該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を

差し引いた値にあらかじめ元本として定め

た金額を乗じた額を決済日における指標利

率の数値で決済日における現在価値に割り

引いた額の金銭またはその取決めに係るス

ワップ幅から決済日における当該為替スワ

ップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた

値にあらかじめ元本として定めた金額を乗

じた金額とあらかじめ元本として定めた金

額について決済日を受渡日として行った先

物外国為替取引を決済日における直物外国

為替取引で反対売買したときの差金に係る

決済日から満期日までの利息とを合算した

額を決済日における指標利率の数値で決済

日における現在価値に割り引いた額の金銭

の授受を約する取引をいいます。 

 

（有価証券の貸付の指図および範囲） 

第26条  委託者は、信託財産の効率的な運用に資する

ため、信託財産に属する株式および公社債を

次の各号の範囲内で貸付の指図をすること

ができます。 

1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸

付株式の時価合計額が、信託財産で保有

する株式の時価合計額を超えないもの

とします。 

2. 公社債の貸付は、貸付時点において、

貸付公社債の額面金額の合計額が、信託

財産で保有する公社債の額面金額の合

計額を超えないものとします。 

②  前項各号に定める限度額を超えることとな

った場合には、委託者は速やかに、その超え

る額に相当する契約の一部の解約を指図す

るものとします。 

③  委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と

認めたときは、担保の受入れの指図を行うも

のとします。 

 

（公社債の空売り） 

第27条  委託者は、信託財産の計算においてする信託

財産に属さない公社債を売付けることの指

図をすることができないものとします。 

 

（公社債の借入れ） 

第28条  委託者は、信託財産の効率的な運用に資する

ため、公社債の借入れの指図をすることがで

きます。なお、当該公社債の借入れを行うに

あたり担保の提供が必要と認めたときは、担

保の提供の指図を行うものとします。 

②  前項の指図は、当該借入れに係る公社債の時

価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と

します。 

③  信託財産の一部解約等の事由により、前項の

借入れに係る公社債の時価総額が信託財産

の純資産総額を超えることとなった場合に

は、委託者は速やかに、その超える額に相当

する借入れた公社債の一部を返還するため

の指図をするものとします。 

④  第 1 項の借入れに係る品借料は信託財産中

から支弁します。 

 

（特別の場合の外貨建有価証券への投資制限） 

第29条  外貨建有価証券への投資については、わが国

の国際収支上の理由等により特に必要と認

められる場合には、制約されることがありま

す。 

 

（外国為替予約の指図および範囲） 

第30条  委託者は、信託財産の効率的な運用に資する

ため、外国為替の売買の予約取引の指図をす

ることができます。 

②  前項の予約取引の指図は、信託財産に係る為

替の買予約の合計額と売予約の合計額との

差額につき円換算した額が、信託財産の純資

産総額を超えないものとします。ただし、信

託財産に属する外貨建資産（マザーファンド

の信託財産に属する外貨建資産のうち信託

財産に属するとみなした額（信託財産に属す

るマザーファンドの受益証券の時価総額に

マザーファンドの信託財産の純資産総額に

占める当該外貨建資産の時価総額の割合を

乗じて得た額をいいます。）を含みます。）

の為替変動リスクを回避するためにする当

該予約取引の指図については、この限りでは

ありません。 

③  前項の限度額を超えることとなった場合に

は、委託者は所定の期間内に、その超える額

に相当する為替予約の一部を解消するため



の外国為替の売買の予約取引の指図をする

ものとします。 

 

（信託業務の委託等） 

第 31 条  受託者は､委託者と協議のうえ、信託業務の

一部について、信託業法第 22 条第 1 項に定

める信託業務の委託をするときは、以下に掲

げる基準のすべてに適合するもの（受託者の

利害関係人を含みます。）を委託先として選

定します。 

1. 委託先の信用力に照らし、継続的に委

託業務の遂行に懸念がないこと 

2. 委託先の委託業務に係る実績等に照らし､

委託業務を確実に処理する能力がある

と認められること 

3. 委託される信託財産に属する財産と自己

の固有財産その他の財産とを区分する

等の管理を行う体制が整備されている

こと 

4. 内部管理に関する業務を適正に遂行す

るための体制が整備されていること 

②  受託者は、前項に定める委託先の選定にあた

っては、当該委託先が前項各号に掲げる基準

に適合していることを確認するものとしま

す。 

③  前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に

掲げる業務を、受託者および委託者が適当と

認める者（受託者の利害関係人を含みます。）

に委託することができるものとします。 

1. 信託財産の保存に係る業務 

2. 信託財産の性質を変えない範囲内におい

て、その利用または改良を目的とする業

務 

3. 委託者のみの指図により信託財産の処分

およびその他の信託の目的の達成のた

めに必要な行為に係る業務 

4. 受託者が行う業務の遂行にとって補助的

な機能を有する行為 

④  保管費用は、受益者の負担とし、信託財産中

より支弁します。 

 

（混蔵寄託） 

第 32 条  金融機関または第一種金融商品取引業者等

（外国の法令に準拠して設立された法人で、

第一種金融商品取引業者に類する者を含み

ます。以下本条において同じ。）から、売買

代金および償還金等について円貨で約定し

円貨で決済する取引により取得した外国に

おいて発行された譲渡性預金証書またはコ

マーシャル・ペーパーは、当該金融機関また

は第一種金融商品取引業者等が保管契約を

締結した保管機関に当該金融機関または第

一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託

できるものとします。 

 

（信託財産の登記等および記載等の留保等） 

第33条  信託の登記または登録をすることができる信

託財産については、信託の登記または登録を

することとします。ただし、受託者が認める

場合は、信託の登記または登録を留保するこ

とがあります。 
②  前項ただし書きにかかわらず、受益者保護の

ために委託者または受託者が必要と認める

ときは、速やかに登記または登録をするもの

とします。 
③  信託財産に属する旨の記載または記録をす

ることができる信託財産については、信託財

産に属する旨の記載または記録をするとと

もに、その計算を明らかにする方法により分

別して管理するものとします。ただし、受託

者が認める場合は、その計算を明らかにする

方法により分別して管理することがありま

す。 
④  動産（金銭を除きます。）については、外形

上区別することができる方法によるほか、そ

の計算を明らかにする方法により分別して

管理することがあります。 
 

（一部解約の請求および有価証券の売却等の指図） 

第34条  委託者は、信託財産に属するマザーファンド

の受益証券に係る信託契約の一部解約の請

求および信託財産に属する有価証券の売却

等の指図ができます。 

 

（再投資の指図） 

第35条  委託者は、前条の規定による一部解約の代金、

売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の

清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式

の配当金およびその他の収入金を再投資す

ることの指図ができます。 

 

（資金の借入れ） 

第36条  委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに

運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支

払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の

手当てのために借入れた資金の返済を含み

ます。）を目的として、または再投資に係る

収益分配金の支払資金の手当てを目的とし

て、資金借入れ（コール市場を通じる場合も

含みます。）の指図をすることができます。

なお、当該借入金をもって有価証券等の運用

は行わないものとします。 

②  一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借

入期間は、受益者への解約代金支払開始日か

ら信託財産で保有する有価証券等の売却代

金の入金日までの間または受益者への解約

代金支払開始日から信託財産で保有する有

価証券等の解約代金入金日までの間もしく

は受益者への解約代金支払開始日から信託

財産で保有する有価証券等の償還金の入金



日までの期間が 5 営業日以内である場合の

当該期間とします。資金借入額は有価証券等

の売却代金、解約代金および償還金の合計額

を限度とします。ただし、資金の借入額は、

借入指図を行う日における信託財産の純資

産総額の10％を超えないこととします。 

③  収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託

財産から収益分配金が支弁される日からそ

の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配

金の再投資額を限度とします。 

④  借入金の利息は信託財産中より支弁します。 

 

（損益の帰属） 

第37条  委託者の指図に基づく行為により信託財産に

生じた利益および損失は、全て受益者に帰属

します。 

 

（受託者による資金の立替え） 

第 38 条  信託財産に属する有価証券について、借替、

転換、新株発行または株式割当がある場合で、

委託者の申し出があるときは、受託者は資金

の立替えをすることができます。 

②  信託財産に属する有価証券に係る償還金等、

株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、

株式の配当金およびその他の未収入金で、信

託終了日までにその金額を見積もりうるも

のがあるときは、受託者がこれを立替えて信

託財産に繰り入れることができます。 

③  前 2 項の立替金の決済および利息について

は、受託者と委託者との協議によりそのつど

別にこれを定めます。 

 

（信託の計算期間） 

第 39 条  この信託の計算期間は、毎年1月 18 日から

翌年 1 月 17 日までとすることを原則としま

す。ただし、第1計算期間は、信託契約締結

日から平成22年1月18日までとします。 

②  前項にかかわらず、前項の原則により各計算

期間終了日に該当する日（以下「該当日」と

いいます。）が休業日のとき、各計算期間終

了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ

り次の計算期間が開始されるものとします。

ただし、最終計算期間の終了日は、第5条に

定める信託期間の終了日とします。 

 

（信託財産に関する報告等） 

第40条  受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信

託財産に関する報告書を作成して、これを委

託者に提出します。 

②  受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、

信託財産に関する報告書を作成して、これを

委託者に提出します。 

③  受託者は、前 2 項の報告を行うことにより、

受益者に対する信託法第 37 条第 3項に定め

る報告は行わないこととします。 

④  受益者は、受託者に対し、信託法第 37 条第

2項に定める書類または電磁的記録の作成に

欠くことのできない情報その他の信託に関

する重要な情報および当該受益者以外の者

の利益を害するおそれのない情報を除き、信

託法第 38 条第 1項に定める閲覧または謄写

の請求をすることはできないものとします。 

 

（信託事務の諸費用等） 

第41条  信託財産に関する租税、信託事務の処理に要

する諸費用ならびに受託者の立替えた立替

金の利息（以下「諸経費」といいます。）は、

受益者の負担とし、信託財産中から支弁しま

す。 

②  以下の諸費用（以下「その他諸費用」といい

ます。）および当該諸費用に係る消費税等に

相当する金額は、受益者の負担とし、信託財

産中から支弁することができます。 

1. 投資信託振替制度に係る手数料および

費用 

2. 有価証券届出書、有価証券報告書、半

期報告書および臨時報告書の作成、印

刷および提出に係る費用 

3. 目論見書の作成、印刷および交付に係

る費用 

4. 信託約款の作成、印刷および届出に係

る費用 

5. 運用報告書の作成、印刷および交付に

係る費用 

6. この信託の受益者に対してする公告に

係る費用ならびに信託約款の変更また

は信託契約の解約に係る事項を記載し

た書面の作成、印刷および交付に係る

費用 

7. この信託の監査人、法律顧問および税

務顧問に対する報酬および費用 

③  委託者は、前項に定めるその他諸費用の支払

いを信託財産のために行い、支払金額の支弁

を信託財産から受けることができます。この

場合、委託者は、現に信託財産のために支払

った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ、

受領する金額に上限を付することができま

す。また、委託者は実際に支払う金額の支弁

を受ける代わりに、かかる諸費用の金額を、

あらかじめ合理的に見積もった上で、実際の

費用額にかかわらず固定率または固定金額

にて信託財産からその支弁を受けることも

できます。 

④  前項においてその他諸費用の上限、固定率ま

たは固定金額を定める場合、委託者は、信託

財産の規模等を考慮して、信託の設定時また

は期中に、上限、固定率または固定金額を合

理的に計算された範囲内で変更することが

できます。 

⑤  第 3 項においてその他諸費用の固定率また



は固定金額を定める場合、かかる諸費用の額

は、第 39 条に規定する計算期間を通じて毎

日、信託財産に計上されます。かかる諸費用

は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および

毎計算期末または信託終了のとき当該諸費

用に係る消費税等に相当する金額とともに

信託財産中から支弁します。 

⑥  第 1 項に定める信託事務の処理等に要する

諸費用は、マザーファンドに関連して生じた

諸費用のうちマザーファンドにおいて負担

せず、かつ、委託者の合理的判断によりこの

信託に関連して生じたと認めるものを含み

ます。 

 

（信託報酬等の額） 

第42条  委託者および受託者の信託報酬の総額は、第

39条に規定する計算期間を通じて毎日、信託

財産の純資産総額に年 10,000 分の 178 の率

を乗じて得た額とします。 

②  前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ

月終了日および毎計算期末または信託終了

のとき信託財産中から支弁するものとし、委

託者と受託者との間の配分は別に定めます。 

③  第 1 項の信託報酬に係る消費税等に相当す

る金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中

から支弁します。 

④  委託者は、主要投資対象とするマザーファン

ドの運用の指図に関する権限の委託を受け

たものが受ける報酬を第 1 項に基づいて委

託者が受ける報酬から、毎計算期間の最初の

6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終

了のとき支弁するものとし、その報酬額は、

信託財産の純資産総額に年10,000分の30の

率を乗じて得た金額とします。 

 

（収益の分配方式） 

第43条  信託財産から生ずる毎計算期末における利益

は、次の方法により処理します。 

1. 配当金、利子、貸付有価証券に係る品

貸料およびこれらに類する収益から支

払利息を控除した額（以下「配当等収益」

といいます。）とマザーファンドの信託

財産に属する配当等収益のうち信託財

産に属するとみなした額（以下「みなし

配当等収益」といいます。）との合計額

は、諸経費、その他諸費用および当該諸

費用に係る消費税等に相当する金額、信

託報酬および当該信託報酬に係る消費

税等に相当する金額を控除した後、その

残額を受益者に分配することができま

す。なお、次期以降の分配にあてるため、

その一部を分配準備積立金として積み

立てることができます。 

2. 売買損益に評価損益を加減して得た額

からみなし配当等収益を控除して得

た利益金額（以下「売買益」といいます。）

は、諸経費、その他諸費用および当該諸

費用に係る消費税等に相当する金額、信

託報酬および当該信託報酬に係る消費

税等に相当する金額を控除し、繰越欠損

金のあるときは、その全額を売買益をも

って補填した後、受益者に分配すること

ができます。なお、次期以降の分配にあ

てるため、分配準備積立金として積み立

てることができます。 

②  毎計算期末において、信託財産につき生じた

損失は、次期に繰り越します。 

 

（収益分配金、償還金および一部解約金の支払い） 

第44条  収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヶ月

以内の委託者の指定する日から、毎計算期間

の末日において振替機関等の振替口座簿に

記載または記録されている受益者（当該収益

分配金にかかる計算期間の末日以前におい

て一部解約が行われた受益権にかかる受益

者を除きます。また、当該収益分配金にかか

る計算期間の末日以前に設定された受益権

で取得申込代金支払前のため指定販売会社

の名義で記載または記録されている受益権

については原則として取得申込者としま

す。）に支払います。 

②  前項の規定にかかわらず、別に定める契約に

基づいて収益分配金を再投資する受益者に

対しては、受託者が委託者の指定する預金口

座等に払い込むことにより原則として、毎計

算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が指

定販売会社に交付されます。この場合、指定

販売会社は、別に定める契約に基づき、受益

者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係

る受益権の売付けを行います。当該売付けに

より増加した受益権は、第 11 条第 3項の規

定にしたがい、振替口座簿に記載または記録

されます。 

③  償還金（信託終了時における信託財産の純資

産総額を受益権総口数で除した額をいいま

す。以下同じ。）は、信託終了日後1ヶ月以

内の委託者の指定する日から信託終了日に

おいて振替機関等の振替口座簿に記載また

は記録されている受益者（信託終了日以前に

おいて一部解約が行われた受益権にかかる

受益者を除きます。また、当該信託終了日以

前に設定された受益権で取得申込代金支払

前のため指定販売会社の名義で記載または

記録されている受益権については原則とし

て取得申込者とします。）に支払います。な

お、当該受益者は、その口座が開設されてい

る振替機関等に対して委託者がこの信託の

償還をするのと引き換えに、当該償還に係る

受益権の口数と同口数の抹消の申請を行う

ものとし、社振法の規定にしたがい当該振替



機関等の口座において当該口数の減少の記

載または記録が行われます。 

④  一部解約金（第 47 条第 3 項の一部解約の価

額に当該一部解約口数を乗じて得た額をい

います。以下同じ。）は、第 47 条第 1項の

受益者の請求を受け付けた日から起算して、

原則として、5営業日目以降から当該受益者

に支払います。 

⑤  前各項（第2項を除きます。）に規定する収

益分配金、償還金および一部解約金の支払い

は、指定販売会社の営業所等において行うも

のとします。 

⑥  収益分配金、償還金および一部解約金に係る

収益調整金は、原則として、受益者毎の信託

時の受益権の価額等に応じて計算されるも

のとします。 

⑦  前項に規定する「収益調整金」は、所得税法

施行令第 27 条の規定によるものとし、受益

者毎の信託時の受益権の価額と元本の差額

をいい、原則として、追加信託のつど当該口

数により加重平均され、収益分配のつど調整

されるものとします。また、前項に規定する

「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、

原則として、受益者毎の信託時の受益権の価

額をいい、追加信託のつど当該口数により加

重平均され、収益分配のつど調整されるもの

とします。 

 

（収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと

支払いに関する受託者の免責） 

第45条  受託者は、収益分配金については原則として

毎計算期間終了日の翌営業日までに、償還金

については前条第3項に規定する支払開始日

までに、一部解約金については前条第4項に

規定する支払日までに、その全額を委託者の

指定する預金口座等に払い込みます。 

②  受託者は、前項の規定により委託者の指定す

る預金口座等に収益分配金、償還金および一

部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する

支払いにつき、その責に任じません。 

 

（収益分配金および償還金の時効） 

第46条  受益者が、収益分配金については第44条第1

項に規定する支払開始日から5年間その支払

いを請求しないとき、ならびに信託終了によ

る償還金については第 44 条第 3 項に規定す

る支払開始日から 10 年間その支払いを請求

しないときは、その権利を失い、受託者から

交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。 

 

（信託の一部解約） 

第47条  受益者は、自己に帰属する受益権につき、委

託者に指定販売会社が定める単位をもって、

一部解約の実行を請求することができます。

ただし、一部解約の実行の請求日が別に定め

る日に当たる場合には、一部解約の実行の請

求の受付は行いません。 

②  委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受

け付けた場合には、この信託契約の一部を解

約します。なお、前項の一部解約の実行の請

求を行う受益者は、その口座が開設されてい

る振替機関等に対して当該受益者の請求に

係るこの信託契約の一部解約を委託者が行

うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益

権の口数と同口数の抹消の申請を行うもの

とし、社振法の規定にしたがい当該振替機関

等の口座において当該口数の減少の記載ま

たは記録が行われます。 

③  前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の

請求日の翌営業日の基準価額から、当該基準

価額に0.5％の率を乗じて得た額を信託財産

留保額として控除した価額とします。 

④  受益者が第 1 項の一部解約の実行の請求を

するときは、指定販売会社に対し振替受益権

をもって行うものとします。 

⑤  前各項の規定にかかわらず、信託財産の効率

的な運用が妨げられる、または信託財産が毀

損するおそれがあると委託者が合理的に判

断する場合、取引所における取引の停止、外

国為替取引の停止、決済機能の停止その他や

むを得ない事情があるときは、委託者の判断

により、第1項による一部解約の実行の請求

の受付を中止することおよび既に受け付け

た一部解約の実行の請求の受付を取り消す

ことができます。 

⑥  前項により一部解約の実行の請求の受付が

中止された場合には、受益者は当該受付中止

以前に行った当日の一部解約の実行の請求

を撤回できます。ただし、受益者がその一部

解約の実行の請求を撤回しない場合には、当

該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止

を解除した後の最初の基準価額の計算日に

一部解約の実行の請求を受け付けたものと

して、第3項の規定に準じて計算された価額

とします。 

 

（質権口記載又は記録の受益権の取扱い） 

第48条  振替機関等の振替口座簿の質権口に記載また

は記録されている受益権にかかる収益分配

金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、

一部解約金および償還金の支払い等につい

ては、この約款によるほか、民法その他の法

令等にしたがって取り扱われます。 

 

（信託契約の解約） 

第49条  委託者は、第5条の規定による信託終了前に、

信託契約の一部を解約することにより受益

権口数が10億口を下回ることとなった場合、

この信託契約を解約することが受益者のた

め有利であると認めるとき、またはやむを得



ない事情が発生したときは、受託者と合意の

うえ、この信託契約を解約し、信託を終了さ

せることができます。この場合において、委

託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を

監督官庁に届け出ます。 

②  委託者は、前項の事項について、書面による

決議（以下「書面決議」といいます。）を行

います。この場合において、あらかじめ、書

面決議の日ならびに信託契約の解約の理由

などの事項を定め、当該決議の日の2週間前

までに、この信託契約に係る知れている受益

者に対し、書面をもってこれらの事項を記載

した書面決議の通知を発します。 

③  前項の書面決議において、受益者（委託者お

よびこの信託の信託財産にこの信託の受益

権が属するときの当該受益権に係る受益者

としての受託者を除きます。以下本項におい

て同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権

を有し、これを行使することができます。な

お、知れている受益者が議決権を行使しない

ときは、当該知れている受益者は書面決議に

ついて賛成するものとみなします。 

④  第 2 項の書面決議は議決権を行使すること

ができる受益者の半数以上であって、当該受

益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を

もって行います。 

⑤  第2項から前項までの規定は、委託者が信託

契約の解約について提案をした場合におい

て、当該提案につき、この信託契約に係るす

べての受益者が書面又は電磁的記録により

同意の意思表示をしたときには適用しませ

ん。また、信託財産の状態に照らし、真にや

むを得ない事情が生じている場合であって

第 2 項から前項までに規定するこの信託契

約の解約の手続を行うことが困難な場合に

は適用しません。 

 

（信託契約に関する監督官庁の命令） 

第50条  委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約

の命令を受けたときは、その命令にしたがい、

信託契約を解約し信託を終了させます。 

②  委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信

託約款を変更しようとするときは、第 54 条

の規定にしたがいます。 

 

（委託者の登録取消等に伴う取扱い） 

第51条  委託者が監督官庁より登録の取消を受けたと

き、解散したときまたは業務を廃止したとき

は、委託者は、この信託契約を解約し、信託

を終了させます。 

②  前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信

託契約に関する委託者の業務を他の投資信

託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、

この信託は第 54 条第 2項の書面決議で否決

された場合を除き、当該投資信託委託会社と

受託者との間において存続します。 

 

（委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い） 

第52条  委託者は、事業の全部または一部を譲渡する

ことがあり、これに伴い、この信託契約に関

する事業を譲渡することがあります。 

②  委託者は、分割により事業の全部または一部

を承継させることがあり、これに伴い、この

信託契約に関する事業を承継させることが

あります。 

 

（受託者の辞任および解任に伴う取扱い） 

第53条  受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を

辞任することができます。受託者がその任務

に違反して信託財産に著しい損害を与えた

ことその他重要な事由があるときは、委託者

または受益者は、裁判所に受託者の解任を申

立てることができます。受託者が辞任した場

合、または裁判所が受託者を解任した場合、

委託者は、第 54 条の規定にしたがい、新受

託者を選任します。なお、受益者は、上記に

よって行う場合を除き、受託者を解任できな

いものとします。 

②  委託者が新受託者を選任できないときは、委

託者はこの信託契約を解約し、信託を終了さ

せます。 

 

（信託約款の変更等） 

第54条  委託者は、受益者の利益のため必要と認める

ときまたはやむを得ない事情が発生したと

きは、受託者と合意のうえ、この信託約款を

変更することまたはこの信託と他の信託と

の併合（投資信託及び投資法人に関する法律

第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投

資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を

行うことができるものとし、あらかじめ、変

更または併合しようとする旨およびその内

容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託

約款は本条に定める以外の方法によって変

更することができないものとします。 

②  委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあ

っては、その内容が重大なものに該当する場

合に限ります。以下、併合と合わせて「重大

な約款の変更等」といいます。）について、

書面決議を行います。この場合において、あ

らかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款

の変更等の内容およびその理由などの事項

を定め、当該決議の日の2週間前までに、こ

の信託約款に係る知れている受益者に対し、

書面をもってこれらの事項を記載した書面

決議の通知を発します。 

③  前項の書面決議において、受益者（委託者お

よびこの信託の信託財産にこの信託の受益

権が属するときの当該受益権に係る受益者

としての受託者を除きます。以下本項におい



て同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権

を有し、これを行使することができます。な

お、知れている受益者が議決権を行使しない

ときは、当該知れている受益者は書面決議に

ついて賛成するものとみなします。 

④  第 2 項の書面決議は議決権を行使すること

ができる受益者の半数以上であって、当該受

益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を

もって行います。 

⑤  書面決議の効力は、この信託のすべての受益

者に対してその効力を生じます。 

⑥  第2項から前項までの規定は、委託者が重大

な約款の変更等について提案をした場合に

おいて、当該提案につき、この信託約款に係

るすべての受益者が書面又は電磁的記録に

より同意の意思表示をしたときには適用し

ません。 

⑦  前各項の規定にかかわらず、この投資信託に

おいて併合の書面決議が可決された場合に

あっても、当該併合にかかる一または複数の

他の投資信託において当該併合の書面決議

が否決された場合は、当該他の投資信託との

併合を行うことはできません。 

 

（反対者の買取請求権） 

第 55 条  第 49 条に規定する信託契約の解約または前

条に規定する重大な約款の変更等を行う場

合には、書面決議において当該解約または重

大な約款の変更等に反対した受益者は、受託

者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財

産をもって買取るべき旨を請求することが

できます。この買取請求権の内容および買取

請求の手続に関する事項は、第 49 条第 2 項

または前条第2項に規定する書面に付記しま

す。 

 

（他の受益者の氏名等の開示の請求の制限） 

第56条  この信託の受益者は、委託者または受託者に

対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うこ

とはできません。 

1．他の受益者の氏名または名称および住

所 

2．他の受益者が有する受益権の内容 

 

（公告） 

第57条  委託者が受益者に対してする公告は、日本経

済新聞に掲載します。 

 

（信託約款に関する疑義の取扱い） 

第58条  この信託約款の解釈について疑義を生じたと

きは、委託者と受託者との協議により定めま

す。 

 

 

 

上記条項によりこの信託契約を締結します。 

 

信託契約締結日  平成21年4月20日 

 

委託者 ＨＳＢＣ投信株式会社 

受託者 中央三井アセット信託銀行株式会社 

 

 

Ⅰ 別に定める日（取得申込および一部解約の実行の

請求の受付不可日） 

約款第13条第1項および第47条第1項の「別に

定める日」は、次のものをいいます。 

・香港の証券取引所の休場日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



親投資信託 

ＨＳＢＣ 中国クオリティ株式マザーファンド 

－運用の基本方針― 

 

約款第16条の規定に基づき委託者の定める運用の基本

方針は、次のものとします。 

 

１．基本方針 

この投資信託は、主に中華人民共和国（含む香港

特別行政区。以下「中国」といいます。）の株式に

投資することにより、中長期的に信託財産の成長

を目指した運用を行います。 

 

２．運用方法 

（１）投資対象 

主として中国の証券取引所に上場している株式を

投資対象とします。 

 

（２）投資態度 

① この投資信託は、主として中国の証券取引所に

上場されている株式に投資します。株式の投資

にあたっては、高配当もしくは企業予想収益の

安定性が期待される企業の株式を中心に投資

します。 

② 上記の証券取引所は、香港の証券取引所をいい

ます。ただし、その他の取引所または取引所に

準ずる市場で取引されている企業の株式も投

資対象とすることがあります。 

③ 運用委託契約に基づいてHalbis キャピタル・

マネジメント（ホンコン）リミテッドに運用の

指図に関する権限を委託します。 

④ 株式の組入比率は、原則として高位に維持しま

す。 

⑤ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジ

を行いません。 

⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資す

るため、デリバティブ取引を行うことができま

す。 

⑦ 市況動向やファンドの資金事情等によっては、

上記のような運用ができない場合があります。 

 

（３）投資制限 

① 株式への投資には制限を設けません。 

② 外貨建資産への投資には制限を設けません。 

③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投

資は、取得時において信託財産の純資産総額の

20％以下とします。 

④ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信

託財産の純資産総額の10％以下とします。 

⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権

証券への投資は、取得時において信託財産の純

資産総額の5％以下とします。 

⑥ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総

額の5％以下とします。 

⑦ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株

予約権付社債への投資は、取得時において信託

財産の純資産総額の10％以下とします。 

⑧ 有価証券先物取引等は約款第 21 条の範囲内で

行います。  

⑨ スワップ取引は約款第 22 条の範囲内で行いま

す。 

⑩ 金利先渡取引および為替先渡取引は約款第 23

条の範囲内で行います。 
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ＨＳＢＣ投信株式会社 

 

 

※当ファンドの課税上の取扱いは、公募の株式投資信託です。 

※本書は、金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です。 



 

１.この投資信託説明書（請求目論見書）により行う「ＨＳＢＣ 中国クオリティ株式オープ

ン」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第 5条の規定により有価証券届出書

を平成 21 年 3 月 16 日に関東財務局長に提出しており、その届出の効力は平成 21 年 4 月

1日に生じております。 

 

２.この投資信託説明書（請求目論見書）は、金融商品取引法第 13 条第 2 項第 2 号に定める

事項に関する内容を記載した目論見書です。 

 

３.当ファンドの基準価額は、組入有価証券等の値動きのほか為替変動による影響を受けま

す。これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属します。したがって、当ファン

ドは、元本が保証されているものではありません。 

 

４. 当ファンドは預金または保険契約ではなく、預金保険機構または保険契約者保護機構の

保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の投資信託は投資者保護基金の対

象ではありません。 

 

５. 税制に関する本書の記載内容は、税法の改正等により将来変更されることがあります。 
 
 
【金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項】 

当ファンドは、主に外国株式を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格の変動や、

組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し損失を被る

ことがあります。また、外貨建資産に投資するため、為替の変動により損失を被ることがあ

ります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【発 行 者 名】 ＨＳＢＣ投信株式会社 

【代表者の役職氏名】 代表取締役 松田 庄平 

【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目 9番 2号 

【有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所】 該当事項はありません 
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【ファンドの詳細情報】 

 

第１【ファンドの沿革】 
 

平成21年4月20日  信託契約締結、ファンドの設定および運用開始（予定） 

 

第２【手続等】 
 

１【申込（販売）手続等】 

（１）取得申込 

取得申込は、販売会社の営業日の午後３時（わが国の金融商品取引所が半日立会いの場合は午前

11時）まで（「受付時間」といいます。）に行われます。当該申込に係る販売会社所定の事務手

続きが完了したものを当日の申込分とし、受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いと

なります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合があります。 

（２）取扱いコース 

お申込みには、分配金の受取方法により２つのコース※があります。 

「一般コース」‥‥‥‥‥‥‥‥収益分配時に分配金を受け取るコース 

「自動けいぞく投資コース」‥‥分配金が税引き後、無手数料で再投資されるコース 

※取扱いコースの有無は販売会社によって異なります。コースの名称は、販売会社によっては、

同様の権利義務関係を規定する異なる名称を使用することがあります。 

（３）申込単位 

申込単位は販売会社によって異なります。 

なお、「自動けいぞく投資コース」で分配金を再投資する際の申込単位は、１口単位となります。 

（４）申込価額 

当初申込期間：１口当たり１円 

継続申込期間：取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 

ただし、「自動けいぞく投資コース」で分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価

額となります。 

（５）申込手数料 

取得申込受付日の翌営業日の基準価額（当初申込期間は１口当たり１円）に、3.15％（税抜

3.00％）を上限として販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料に

は消費税等相当額が加算されています。 

（６）取得申込受付不可日 

取得申込日が香港の証券取引所の休場日に当たる場合には、取得申込の受付は行いません。 

（７）その他留意事項 

① 取得申込受付の中止・取消 
信託財産の効率的な運用が妨げられる、または信託財産が毀損するおそれがあると委託会社が
合理的に判断する場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止そ
の他やむを得ない事情＊1があるときは、委託会社の判断により、取得申込の受付を中止する
ことおよび既に受け付けた取得申込を取り消すことができます。 
＊1 やむを得ない事情とは、投資対象国における非常事態＊2による市場の閉鎖または流動性の極端な減少な

らびに資金の受渡しに関する障害、コンピューターの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額

の計算が不能となった場合等を指します。 

＊2 投資対象国における非常事態とは、金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、税制の変

更、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等運用に影響を及ぼす事態を指します。 
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② 受益権の振替 
取得申込者は、販売会社に取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当
ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得
申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。 

 

２【換金（解約）手続等】 

（１）解約申込（一部解約の実行の請求） 

解約申込は、販売会社の営業日の午後３時（わが国の金融商品取引所が半日立会いの場合は午前

11時）まで（「受付時間」といいます。）に行われます。当該申込に係る販売会社所定の事務手

続きが完了したものを当日の申込分とし、受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いと

なります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合があります。 

（２）換金（解約）方法 

受益者は、自己に帰属する受益権につき、取得申込を行った販売会社を通じ、委託会社に解約申

込することにより換金することができます。 

（３）解約単位 

販売会社によって異なります。 

（４）解約価額 

解約申込受付日の翌営業日の基準価額から、後記（５）記載の信託財産留保額を控除した価額と

します。 

（５）解約手数料・信託財産留保額 

解約手数料・・・・・ありません。 

信託財産留保額・・・解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5％の率を乗じて得た額 

（６）支払開始日 

解約代金は、原則として、解約申込受付日から起算して５営業日目以降に販売会社の本支店、営

業所等において支払います。 

※解約代金（受取金額）は、換金（解約）に係る税金を差し引いた金額となります。詳しくは、

投資信託説明書（交付目論見書）の「４ 手数料等及び税金」をご覧ください。 

（７）解約申込受付不可日 

解約申込日が香港の証券取引所の休場日に当たる場合には、解約申込の受付は行いません。 

（８）その他留意事項 

① 解約申込受付の中止・取消 

信託財産の効率的な運用が妨げられる、または信託財産が毀損するおそれがあると委託会社が

合理的に判断する場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止そ

の他やむを得ない事情＊1があるときは、委託会社の判断により、解約申込の受付を中止する

ことおよび既に受け付けた解約申込の受付を取り消すことができます。 

なお、解約申込の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約

申込を撤回できます。ただし、受益者がその解約申込を撤回しない場合には、当該受益権の一

部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約申込を受け付け

たものとして、前記「（４）解約価額」に準じて計算された価額とします。 

＊1 やむを得ない事情とは、投資対象国における非常事態＊2による市場の閉鎖または流動性の極端な減少な

らびに資金の受渡しに関する障害、コンピューターの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額

の計算が不能となった場合等を指します。 

＊2 投資対象国における非常事態とは、金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、税制の変

更、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等運用に影響を及ぼす事態を指します。 

② 振替受益権の抹消 

換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求

に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権

の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい、当該振替機関等の口

座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 
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第３【管理及び運営】 
 

１【資産管理等の概要】 

（１）【資産の評価】 

基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価

評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）

を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。 

基準価額の計算にあたり、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（「外貨建有価証券」といいま

す。）、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則としてわが国における計算

日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。なお、予約為替の評価は、原則としてわが

国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。 

＜当ファンドの主たる投資対象の評価方法＞ 

マザーファンドを通じて投資する海外の取引所上場株式の評価は、原則として、海外の取引所

における計算日に知りうる直近の日の最終相場で評価します。 

基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。また、基準価額（1万口当たり）は翌

日の日本経済新聞朝刊に「中国クオ」の略称で掲載されます。 

基準価額に関しては、販売会社または次の＜照会先＞へお問い合わせください。 

＜照会先＞ 

ＨＳＢＣ投信株式会社 

ホームページ：www.assetmanagement.hsbc.com/jp 

電話番号：03-6254-5600（受付時間：委託会社の毎営業日の午前9時～午後5時） 

 

（２）【保管】 

該当事項はありません。 

 

（３）【信託期間】 

当ファンドの信託期間は無期限とします。 

ただし、後記｢（５）その他｣の①の(a)、②および③の(b)に該当した場合には、信託を終了する

ことができます。 

 

（４）【計算期間】 

原則として、毎年1月18日から翌年1月17日までとします。 

ただし、各計算期間終了日に該当する日（「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期

間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。 

なお、第1計算期間は、信託契約締結日から平成22年1月18日までとします。 

 

（５）【その他】 

① 信託契約の解約（繰上償還） 

(a) 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部解約により受益権口数が10億口を下回

ることとなった場合、この信託契約を終了させることが受益者のため有利であると認める

とき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約

を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじ

め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

(b) 委託会社は、(a)の事項について書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行

います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な

どの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者

に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 
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(c) (b)の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益

権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除いた者をいいます。）は、

受益権の口数に応じて議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている

受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成する

ものとみなします。 

(d) (b)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者

の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。 

(e) (b)から(d)の規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該

提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思

表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事

情が生じている場合であって (b)から(d)までの手続きを行うことが困難な場合には適用

しません。 

② 信託契約に関する監督官庁の命令等による場合の信託終了 

(a) 委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが

い、信託契約を解約し信託を終了させます。 

なお、委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、

後記「⑤信託約款の変更等」にしたがいます。 

(b) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと

きは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 

当該規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託

委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後記「⑤信託約款の変更等」の書

面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続し

ます。 

③ 受託会社の辞任および解任による場合の信託終了 

(a) 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がそ

の任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委

託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が

辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「⑤信託約款

の変更等」にしたがい、新受託会社を選任します。 

(b) 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を

終了させます。 

④ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い 

(a) 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に

関する事業を譲渡することがあります。 

(b) 委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、こ

の信託契約に関する事業を承継させることがあります。 

⑤ 信託約款の変更等 

(a) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと

きは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託と

の併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資

信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更

または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款

はこの信託約款の変更等に定める以外の方法によって変更することができないものとしま

す。 

(b) 委託会社は、(a)の事項（信託約款の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当

する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）につ
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いて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大

な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、

この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面

決議の通知を発します。 

(c) (b)の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益

権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。）は受益権の口

数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が

議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみ

なします。 

(d) (b)の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益

者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。 

(e) 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。 

(f) (b)から(e)までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合におい

て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同

意の意思表示をしたときには適用しません。 

(g) (a)から(f)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合

にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議

が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。 

⑥ 公告 

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 

⑦ 関係法人との契約の更改に関する手続き等 

委託会社と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」（別の名称で同様の権利

義務を規定する契約を含みます。）は、契約期間満了３ヶ月前までに、当事者の別段の意思表

示のない限り、原則として１年毎に自動的に更新されるものとします。 

また、委託会社と投資顧問会社との間で締結する「運用委託契約」（別の名称で同様の権利義

務を規定する契約を含みます。）は、当事者の別段の意思表示のない限り、原則として解約す

るまで効力を有するものとします。 

⑧ 運用報告書 

委託会社は、ファンドの計算期間終了日および信託終了のときに運用報告書を作成し、知れて

いる受益者に対して販売会社を通じて交付します。 

 

２【受益者の権利等】 

当ファンドの受益権は、その申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信託の

日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。受益者の有する主な権利は以下のとお

りです。なお、信託約款には受益者集会に関する規定はありません。また、ファンド資産に生じた

利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 

① 収益分配金に対する請求権 

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。収益分配

金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益

分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。ま

た、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前の

ため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし

ます。) に、原則として決算日から起算して５営業日までに支払いを開始します。 

収益分配金の支払いは、販売会社の本支店、営業所等において行います。ただし、受益者が収

益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受

託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします。 
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「自動けいぞく投資コース」の場合、分配金は税金を差し引いた後、無手数料で再投資され、

再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 

② 償還金に対する請求権 

受益者は、償還金を持分に応じて請求する権利を有します。 

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還

日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前

に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている

受益権については原則として取得申込者とします。) に支払います。 

償還金の支払いは、信託終了後１ヶ月以内の委託会社の指定する日（原則として、償還日から

起算して５営業日まで）から、販売会社の本支店、営業所等において行います。 

受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を

失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします。 

③ 一部解約実行請求権 

受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求を、販売会社を通じて委託

会社に請求することができます。一部解約金の支払いは、販売会社の本支店、営業所等におい

て行います。 

④ 反対者の買取請求権 

信託契約の解約または重大な約款の変更等（併合を含みます。）を行う場合には、書面決議に

おいて当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属

する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取請求の

取扱いについては、委託会社、受託会社および販売会社の協議により決定します。 

⑤ 帳簿閲覧・謄写の請求権 

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲

覧・謄写を請求することができます。 
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第４【ファンドの経理状況】 
 

 

• 当ファンドは、平成21年4月20日に運用を開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在、資産を
有していません。 

• 当ファンドの会計監査は、あずさ監査法人により行われます。 
 

１【財務諸表】 

（１）【貸借対照表】 

該当事項はありません。 

（２）【損益及び剰余金計算書】 

該当事項はありません。 

（３）【注記表】 

該当事項はありません。 

（４）【附属明細表】 

該当事項はありません。 

 

２【ファンドの現況】 

【純資産額計算書】 

当ファンドは、平成 21 年 4 月 20 日に運用を開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在、該当

事項はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５【設定及び解約の実績】 
 

当ファンドは、平成 21 年 4 月 20 日に運用を開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在、該当

事項はありません。 
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